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１

　

今日の文化民族の法体系の根本的準則といわれるものに， 言論・団結などの自由と並んで宗教礼

拝の自由がある， これは現代の発展段階における自然法的認識を表明したものであるといぅことに

異論はないけれども， 歴史的過程においては， その捉え方について数々の異論がでた事実もまた否

定はできない． このことは， 法意識の進化的性格の一端を示すものであり， ひいては自然法の革新

力を肯定せざるをえない心境にまで駆りたてるのである． ＦｒｅｄｅｒｉｋＰｏｌｌｏｃｋ が， 自然法は一七世

紀に至るまでは全く 「進歩的」 であったと述べているのも， きわめて暗示的である．
１）

　

元来， 宗教なるものは， 民主政治の歴史に影響を与えた諸勢力のうち， もっとも力強いものの一

つであった， 宗教の影響は， 人性の深い源泉に発し， 支配階級や高い教養のある階級よりは， むし

ろ庶民大衆の上に威力を振うところにその本領があるといえよう． しかもその激発するところ， 個

人的な打算を克服し， 死の恐怖々 こさえ打ち勝つことができるのである．
２Ｊまた宗教問題は， 政治・

社会上の問題と違い， 妥協や譲歩によって解決されるものでない， 各宗派の排他性と絶対的自己信

悪性こそ， 宗教としての不可欠の要素である， しかしこれあるがために， かえって国家は， 信仰の

自由を標梼しなければならないことになった， つまり国家にとって， 各宗派がそれぞれの道を歩ん

で， 社会秩序を乱さないためには， 圧迫や妥協よりも， 「寛容」 の方がどれだけ都合がよいかを明
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確に悟ったからである． もっとも， 実証的に見るならば，原始時代から今日に至るまでの倫理意識

の長い進化の諸段階において，現在われわれが文明や女化にとって基本的なものと考えている多く

の倫理的基準， とくに良心の自由や宗教的信念の自由が，社会的には絶えず脅かされ歪められてき

た点で， まことに特徴的であるといえる．
３）

信教の自由は， 近代の成文憲法発生以前にあってはもちろんのこと， 以後においてさえ， もっと

も危険にさらされてきた自由の一つといわれている， 自由権の回復に， また確立に， 織烈な熱情を

傾けて， つねに近代憲法定立の指導的地位を占めてきた国， あるいは現在， 国民の基本的人権につ

いてその典型的な憲法を誇っている国にして， なおかつ信教の自由については， これまで十分に保

障しえなかった事実を反省しなければならない．
４）欧米では， 新教と旧教相互の争いや迫害など目

にあまるものがあったし， ュダャ教徒が法の保護を奪われ虐殺されてきたことについても， 歴史的

証明は容易である， 近く第二次世界大戦におけるナチスの暴挙を想起するまでもないであろう， 二

０世紀も後半に入った今日， かかる宿病はすでに根治しえたといいたいところではあるが， ややも

すれば歴史の歯車を逆転させるような危険の可能性が身近に感じられる， すなわち， たえず警戒を

厳にしないかぎり， せっかく築き上げた寛容の精神を忘れ， かつて憎悪し合った歴史的繰返しにま

きこまれるおそれが，まだ去ったとはいえない． われわれは信教の自由こそ， 近代憲法の根幹をな

す原則の一つであることを疑うものではないが， この原則はたえず危機に直面していることを肯定

しないわけにはいかぬ， 各宗派は， それぞれ自分が正しい信仰を表明しているものと確信し，．他宗

派の誤りを正して， 転向させうるすべての人に改宗を望み， 信者をふやすために全力をあげてい

る． これはまことに自然なことではあるが， このことによって近代憲法の基本原則を侵害すること

がないよう， 細心の注意を喚起しなければならないところに， 微妙な問題が存するのである，

１１

　

Ｍａｘ Ｗｅｂｅｒ によれば社会科学は， 社会的行為をば行為者によって「主観的に思念された意味」

「ｓｕｂｊｅｃｔｉｖ ｇｅｍｅｉｎｔｅｒＳｉｎｎ） に結びつけて理解し， その経過と作用とを因果的に説明することを

任務とするという．
５）しかし社会的に行為しつつある人々の主観的に思念する意味を把 握するため

には， 果してこの端的な表現のみで割り切れるものであろうか． むしろ仔細に点検すればするほ

ど， 行為者の主観的に思念する意味なるものは， われわれにとっていかに推知し難いかということ

がわかる， したがって宗教についても， われわれが直ちに理解しうるものは， 宗教的行為によって

表現された客観的意味であって，その背後にひそむ行為者の宗教に関する主観的思念は， 単に間接

的に一応の推測を受けるにすぎない， 神社の前に礼拝する多数人は， その宗教的行為のもつ客観的

意味において， それと理解されるけれども， このばあいにおける個人の主観的心情にいたっては千

差万別であろう． あるいは宗教心を度外視した個人ないしは一家の慣習， 慣例としての行為がない

とは断言できない， 新渡戸博士をして， ついに 「宗教のない国」６）と嘆ぜしめたのも， 決して偶然

ではないことが知られている， 洋の東西を問わず， 「家」に伝わる宗教を無反省に受け継いでいる

単なる外面のみの惰性的宗教行為が， いかに多いかは人のよく知るところである， しかしながら，

かれら個人の信仰上の真意を科学的に精査することは， ほとんど不可能であろうし， またこれを一

一詮索するのが科学の目的では決してないのであって， 客観的表現の蔭に働く行為者の主観的な宗

教的心意は， 社会科学の到達しうる限界の彼岸にあるというべきである， したがって信教の自由を

科学することも， 個人の抱く主観的な信仰上の真意を対象とするのでなく， これが客観化された意

味表現と， それに個人の真意とは多少の離船はあれ， 不知不識の妥協によって客観的に表現された

宗教上の行為までをも対象とＬ．ていることは疑いない，
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ただ今日， 宇宙科学の隆盛にともなって， 宗教心の稀薄化をとくに誇張する向きが多く， かつて

Ｌａｓｋｉも権力至上主義的傾向が， 大部分の 「自由」 を多かれ少なかれ破壊し去ったそのなかに， 信

教の自由だけがどうにか確保されているというのは， 宗教の衰退によって， この自由が全く無意味

になっているからだと書いている．
７）またわが国の学者のなかにも， 日本国憲法第二〇条第一項は

空文にひとしいと極言するものがないわけではないが， 果してそう簡単に重要性を失ったといいき

れるかどうか疑いなきをえない， 試みにアメリカ世論調査研究所の ＧｅｏｒｇｅＧａｌｌｕｐ

　

が発表した

「将来の教会出席率予想調査」 （１９４９，１２，２４」 によれば， 漸増３９％， 漸減３２％， 不変２１％， 無意

見８％を示し， その翌年の調査 （１９５０，４，７） によれば， 成年者は三人に一人が教会に出席してい

ることになっている．
８’これをもって全般を推し測ることは杜撰であるかも知れないが， 少なくと

も宗教心の衰退とは相反する結果を示していることだけは明らかである，

　

元来， 人間の根本的信念にとっては， いまかれが自己の世界観を表示するために，積極的に加盟

している宗教団体から呼びかけられることに比較すれば， 国家の命令などは， 空虚な意味のないも

のに思われがちである．
９）今さら過去いく多の国家が， 国民の宗教上の行為にたいし， 自己の支配

力を誇示してこれに干渉した結果， 思わざる社会的損失を招いだ多くの 事例を想起するまでもな

い， 国家が宗教そのものを理解尊重し，それゆえ信教の自由を強化推進することは， すでに近代憲

法の常識と化している， Ｔｈｏｍａｓｉｕｓ のように， 法は思想や良心や， したがってまた宗教の領域に

たいして干与すべきでないという理論形成を試みた学者もかなりいるが，
ｌｏ） 「干与」 の意味を実証

的に検討する余地は十分あるとはいえ， 味わうべきことである，

１１１

一六世紀の宗教改革は， 信教の自由そのものを確立したものでないのはもちろん， これをもたら

す基礎をつくったということも， はなはだ疑わしい， ローマ教皇に挑戦して， その辞をたち切るこ

とに成功した新教徒は， その干渉を排除するために， あえて君主の庇護を求めてこれと結合する一

方， 異教徒を弾圧して， かれらの教権拡張に狂奔した事実が続いて起ったこと， また旧教もこれに

対応するためには， あるていど君主の俗権との連繋が必要であったことから， 再度， 国教主義者が

拾頭してくるのを抑えきれなかった事実を反省しなければならない， それゆえ本来の信教自由主義

が確立したのは， それより二〇〇年後の二大革命を契機とすることになる，

　

また信教の自由は， その原始的かつ不完全な形態として， 最初キリスト教にみの行われた 「宗

教的寛容」 なる思想によって培かわれたという通説にも同意できない， すなわち 反 三位一体主義

（ａｎｔｉ‐Ｔｒｉｎｉｔａｒｉａｎｉｓｍ） を唱導し， 聖書における個人の理性による自由解釈を是認して， その不

一致を異端とすべきでないとしたイタリアの自由神学者

　

Ｌｅｌｉｏ

　

Ｓｏｚｚｉｎｉ（１５２５～６２） や

　

Ｆａｕｓｔｏ

Ｓｏｚｚｉｎｉ（１５３９～１６０４） を始祖とするソツィニ派こそ， 信教の自由推進の 先駆をなしたものである

ということは誤りであるとおもう， このことは，Ｊａｃｏｂ Ａｒｍｉｎｉｕｓ（１５６０～１６０９） のアルミニウス

派についても同じようにいえるであろう．
１１）宗教は多かれ少なかれ排他的であるのが当然で， これ

なくして多宗派に分裂することはありえない， それゆえ国家は， 各宗派の摩擦を防いで社会福祉の

増強に資するとともに， 一方， 個人的良心の志向するところを尊重すべき政治的責任を負わねばな

らぬ， 信教の自由は， つまりこの政治的責任， いわば宗教に関する国家の 「政治的寛容」 を意味す

るものであって， 決して 「宗教的寛容」 を指称するのでないことは明らかである， 宗教的寛容を認

めるような宗教は無宗教的宗教であると極論する向きもあるが， これとてあながち理由がないとは

いわれないとおもう， この自由はあくまで政治家によって確立されるもので， 宗教家によってなさ

るべき性質のものではない， したがって真の意味における信教の自由を最初に唱えた者は， もちろ

－ １１２
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んかれらでもなければ， Ｌｕｔｈｅｒや Ｃａｌｖｉｎ でもなく， 純粋に法律的義務としてこれを憲法に明記

し， もって為政者の政治的責任を明確にした者，すなわちアメリカのいわゆる
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こそ， これに該当する者であるといいたい， もっとも，

　

この自由がはじめて法形式をとったもの

に， それより一二〇年前のピュリタソ革命における政体法 （ｌｎｓｔｒｕｍｅｎｔｏｆ Ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔ，ＩＥ５３），

さらに名誉革命における寛容法 （ＡｃｔｏｆＴｏｌｅｒａｔｉｏｎ，１６８９） があるが，
１２） それらの規定する宗教

的自由は， いずれも旧教， ュニテリアソ派やュダヤ教を含めるほど寛容ではなかったから， きわめ

て不徹底なものであった， その後， ュニテリァン派は一八一三年に，１日教は一八二九年に， ュダヤ

教は一八五八年になってから， ようやく寛容が与えられるに至ったとはいうものの， 信教自由主義

の発祥地は， ヨーロッパ大陸でなくアメリカであることに間違いはない．

　

（ｉ）

　

ヨーロッパ大陸において信教自由主義の先鞭をつけたのは， いうまでもなくフランスであ

る， それはおよそ一六世紀の初頭から，１日教にたいする新教の攻勢という形で始まり， 主として人

女主義者 （Ｈｕｍａｎｉｓｔｅｓ） によって推進されてきたが， Ｇ．Ｂｒｉｇｏｎｎｅｔ や

　

ｊ．Ｌｅｆｅｖｒｅｄ’Ｅｔａｐｌｅｓ を

中心とする福音主義的な団体の活動が盛んになるにおよび， 政治にも 多大の影響を与えるに至っ

た， かれらは大体，Ｃａｌｖｉｎ 以後， ュグノー教徒 （Ｈｕｇｕｅｎｏｔｓ） と呼ばれるようになり， 一五九八

年のナソト勅令 （Ｅｄｉｔｄｅ Ｎａｎｔｅｓ） によって不十分ではあるが寛容されている，

　

ここにおいて新教は， あるていどの自由を得たわけであるが， 一フ 八五年，ＬｏｕｉｓＸＩＶ によっ

て同勅令が廃止されてからは， その自由も奪われ， ュグノー教徒は秘密裡に信仰を続けるか， もし

くは国外に逃れて自由を回復するほかなかった．
１３」しかし革命直前に公布された寛容令（Ｅｄｉｔｄｅ

Ｔｏｌきｒａｎｃｅ，１７８７） によって新教徒は， 制限附きの寛容が与えられたにすぎず，
１４）「人権宣言」 にも

信教に関しては第一〇条があるのみで， ただ宗教上の意見発表の自由を保障しているにすぎない，
革命直後には， 理性崇拝主義や自然神教諭（Ｔｈｅｏｐｈｉｌａｎｔｈｒｏｐｉｅ）などの自覚しい活動もあったが，

これとて旧教の牙城を脅かすに至らなかったという．
１５）しかも Ｎａｐｏｌｅｏｎ は一八〇一年にローマ

教皇と条約 （Ｃｏｎｃｏｒｄａｔ）を締結するにおよび， 旧教は宛然国教のごとき観を呈したことはまた止

むをえ
，ないことであった．

１６）この条約は一九〇五年に破棄され， さらに一九四フ年の共和国憲法

は， その前女において 「人権宣言」 第一〇条を再確認し， ドゴオル憲法も， この一七八九年の権利

宣言と一九四六年のそれを前女に援用したことによって， 数においては旧教国といえるけれども，
政教分離の政策は徹底していると見られている，

　

（ｉｉ） 一方，アウグスブルグの和議成立によって， 一時， 鳴りをひそめたドイツの新旧両教徒の

紛争は， 冷戦状態を続けているうち， 一六一八年ついに三〇年戦争となって爆発した， 国際的な性

格を帯びて， 必要以上に長びいたこの戦争に両教徒もさすがにつかれ， 四八年， ウェストファリア

条約締結によって終娘したが， これで完全な宗教の自由を獲得できたというわけではない． すなわ

ち両教徒の平等な地位の保障は， これによってまがりなりにも得られたけれども， 神聖ローマ帝国

から公認された新教は， ルーテル， カルヴィソの二派にすぎなかったのである， 戦争の結果は， ド

イツの分裂状態をなかば決定的なものにして， 経済的， 社会的発展の挫折と停滞をもたらし， 諸候

の割拠性をいよいよ強めて， もはや政教分離政策などは影が薄い存在となってしまった，

　

ただし Ｆｒｉｅｄｒｉｃｈ Ｗｉｌｈｅｌｍ ＝ 在位 （－－七四０～八六） のプロシヤは， 福祉国家の理念を強くか

かげ， 裁判制度を整備し， 「プロシヤ国法典」 を編纂して， 信教の自由なることを宣言している，
おそらくヨーロッパにおけるこの自由のさきがけといえるであろう．

１７） 一八四九年， 統一ドイツ帝

国の創建を目指して公布されたフランクフルト憲法は， 結局， ドイツ帝国が成立するに至らず， そ

のために実施の段階に入らないで終ったけれども， その第六章第五節第一四四条ないし一四八条に

規定した信教自由の原則は， 後年ワイマール憲法はじめ， 各国憲法に多大の影響を及ぼしたとおも

一

　

１１３

　

－



憲法が保障する 「信教の自由」 の無条件的性格とその実態

われる．
１８）ただし宣誓の方式を一定して，「神かけて詐りはありません」（Ｓｏ ｗａｈｒ ｍｉｒ Ｇｏｔｔ ｈｅｌｆｅ）

といわしめるようにした （第一四九条） のは， 一種の宗教上の宣誓強制とも見られないことはない

が， キリスト教国であってみれば， 信教の自由がそのために阻害されるものでないという確信にも

とずく定立であったに違いない， またプロイセンが， 統一ドイツのなかに解消することを嫌って急

速制定したといわれる一八五〇年のプロイセン憲法も， 第一二条ないし一八条において詳細に規定

している， そのなかで第一五， 一六， 一八条は一八七五年に廃止されたが， 信教の自由に関する根

本理念は変らず， ことに教会保護権 （Ｋｉｒｃｈｅｎｐａｔｒｏｎａｔ） を是認するという， きわめて積極的な自

由の保障を与えている，

　

ドイツにおける信教の自由についての完壁な規定は， ワイマール憲法におし・てこれを見出す， 宗

教および宗教団体に関してとくに一章を設け， 七箇条に亘って， まず信教， 良心の自由保障に始ま

り， 信仰と国民の権利義務との無関係， 宗教上の宣誓の自由， 国教禁止，宗教団体設立の自由， 公

共団体の干渉排除， 公法人たる宗教団体とその租税賦課権の是認， 国邦の寄進義務の廃止， 宗教に

もとずく営造物財団その他の財産にたいする権利の保障， 安息日の保護，軍人の宗教行為の保障な

どの詳細な規定をおいているほか， 第一四九条は宗教教育について長女の規準を示し， これをもっ

て学校の通常教課としている． また一九四九年のドイツ連邦共和国基本法第四条の信教の自由， 第

七条の宗教教育に関する規定は， 多分にワイマ←ル憲法の影響が感得されるものである， 同年のド

イツ民主共和国憲法第二縞第五章においては， とくにその影響が顕著であることを知るであろう，

　

（ｉｉｉ） イギリスに移入された最初のプロテスタントが， ルーテル派でなくカルヴィン派であった

ことは注目すべきことである， もしイ ギリス人の本領が Ｄｉｂｅｌｉｕｓ のいうように， 北 ドイツの農民

であったならば， 当然ルーテル派がイ ギリス国内に発展していたであろう， なぜならカルヴィン派

は， どちらかといえば都会風で商人的であったのに反して， ルーテル派は， いわば農民的であった，
からである， それがカルヴィン派を迎えたということは決して偶然ではなく， 世界にさきがけて近

代化するイ ギリスとしてはむしろ当り前で， アングロ・サクソン時代からノルマン王朝にかけての

農民が近代的商人に変貌する歴史的転換期にあったからにほかならない．
１９）

　

ともかく Ｗｒｙｃｌｉ什ｅ によって始められたプロテスタントへの改宗は，Ｅ１ｉｚａｂｅｔｈｌ

　

の長い治世の

間に， ほぼ完了したといってよいが， この女王を統治者に頂くアングリカンは， カトリックとプロ

テスタントの中間的存在であったから， 両者の迫害されたことはむしろ当然であった， わけても，
このイギリス国教の監督制に反する者は， 教会と国家とのバランスを乱す者として政治犯の取扱い

を受けた事実により， もはやそれが邪教か否かというような宗教上の問題を逸脱したものであった

ことが想像される， カトリックもプロテスタントも， それぞれ良心に従う信仰の自由は国法上許さ

れなくなった， 王権と議会との権力によって教会を国家の支配下においた為政者にとって， カトリ

ックもプロテスタントも同じ危険人物であったであろう． だからイ ギリス教会における監督制をカ

ルヴィンの教理によって修正しようとした長老派にたいする Ｅ１ｉｚａｂｅｔｈｌ

　

の憤りは激しく， かれ

らを叛逆者として処刑したほどであったし， イスパニアと直接戦争の導火線となった Ｍａｒｙ の死

刑となって現われたのである．
２０）

　

アイルラン ドにおいては， アルスター地方をめぐってカ トリックとプロテスタントが激突し， 多

数の犠牲者をだしたが， これを鎮圧すべき軍隊の指揮権が国王または国会のいずれにあるかという

大問題を生じ， これが Ｃｈａｒｌｅｓｌ 失脚の原因の一つにまでなっている，

　

この国王と議会と軍隊と

の三巴の闘争に結末をつけたのが革命家 ０ｌｉｖｅｒＣｒｏｍｗｅｌｌ であることはいうまでもない， かれの

言葉によれば 「良心の自由」すなわち 「正義」 の自由で， このためにかれの政治には， 少なからず

神政的な色彩が看板されるのである．
２１’「私は神のために語り， 人のためには語らない」 というか

【１１４
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れの語がそれを示している．
２２）政治的に， または社会政策上， かれはほとんど専制といってよいほ

ど徹底した方法をとったが， 宗教に関しては実に寛大であった， かれがとくにプロテスタント各派
にたいして寛大であったのは， これらがイギリス教会と対立して政治問題にまで発展することはあ
るまいと見てとったからであろう， 政治的には， イ ギリス教会と長老派が相対立する， カトリック

も政治的には危険であると見られた， Ｃｒｏｍｗｅｌｌ

　

の死後， イ ギリス教会が再び勢力をえ， カトリッ
クも Ｃｈａｒｌｅｓ

　

＝

　

にたいして， かれらの信仰の自由を請願することに希望をかけたが， ひとり圧迫

を受けたのは清教徒， とくにかなりの政治的勢力をもつ長老派であった， しかし信仰の自由を希求
するという点で， カトリックは清教徒と政策上の共同戦線を敷くことができたし， Ｃｈａｒｌｅｓ

　

亘 も

また， カトリックを援助する目的から清教徒にも自由を与えようとしたが， 一フ六三年の議会は，
ついに国王の提出した寛容法案を否決してしまった．

２３）

　

それにし
，
ても一六六二年， 祈祷方式統一法 （ＡｃｔｏｆＵｎｉｆｏｒｍｉｔｙ） が発布されて一定の祈祷書を

使用することになるや， そのなかに決められた教義， 儀式を遵奉しない者を投獄ないし追放するに

至っては， 世人の擾鷹をかわないわけにはいかなかった， 当時， 清教徒のなかで多数を占めていた
のは穏健な長老派で， ひどい圧迫さえなければ国教行政に服従する覚悟であったし， 祈祷書も多少
の改訂を許容するならば， これを採用する意思を表示していたのであるが， ここに至ってかれらは
国教派と完全に対立してしまった． もっとも， 国教派と長老派との政治的乳蝶は， およそ一六フ○
年頃からといわれている， 長老派はこの統一法によって極端に不利な立場となり， ついにその政治
的勢力は地を払うに至った， しかし長老派にたいする圧迫の劇甚さのあまり， かえって世人の反感
をかい， その結果， 信仰の自由への憧れが影群として民衆の間にみなぎるようになった． それと同
時：に長老派が再び拾頭したのは自然であろう， ともかく寛容法 （Ｔｏｌｅｒａｔｉｏｎ Ａｃｔ） が議会を通過し
たのは， 一六八八年のことである，

　

Ｃｒｏｍｗｅｌｌ の時代には， 清教徒でなければ枢要な官途に就けなかったが，‐再び王政が勢いを得て
からというものは， もはや清教徒は社会的， 政治的要職を占めることができなくなってしまった，
しかしそれがかえって， かれらをして信仰の自由を叫ぶ闘士たらしめ， そのための言論， 集会が頻
繁にそして活溌に行われ， 縦横に政治の批判もなされるに至った，Ｔｒｅｖｅｌｙａｎ は， かかる経緯を
政党政治の発達と対比して論じている．

２４）

　

ともかく Ｃｈａｒｌｅｓ

　

ｌ

　

の時代を通じて名誉革命に至る約四〇年間は， 国教徒でない者にたいする
圧迫が， かなり激しかった時代である， ヨーマンたちは自己の保身上， 多くは迎合的態度をとらざ
るをえなかったようであるが，都会の中堅層， とくに清教主義が行きわたっている商人階級や下層
労働階級は， かえって反機的態度にいで， ついに為政者をして， これが商工業に悪影響を及ぼすこ

とを憂慮せしめたほどの強さをもっていた， したがってさきに述べた祈祷方式統一法は， 長老派ば

かりでなく清教徒にたいしても， かなりの打撃を与えたことはいうまでもない， このたびの清教徒
の反抗は， まえの長老派のそれが政治的分子を多分に含んでいたのにたいして， 純然たる宗教的意
味をもち，しかもその強烈さは，決して前者に劣るものではなかった． いずれにせよ， この祈祷方式

統一法の適用によって，イギリスに在住する者の約五分の一に該当する二〇〇〇人弱の聖職者が，
非国教的態度顕著なるゆえをもって教区を追われている， さらに加えて

　

Ｃｈａｒｌｅｓ亘の五つの法律，
すなわち地方団体の公職者はすべて国教の儀式にしたがうように強制した 団体 法 （Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
Ａｃｔ，二１６６１）， 非国教派の会議に出席することをある条件の下に犯罪とした秘密集会法 （Ｃｏｎｖｅｎｔｉｃｌｅ
Ａｃｔ，１６６４），非国教聖職者は都市から五－堕以内に来ることを禁じた五哩法（Ｆｉｖｅ Ｍｉｌｅ Ａｃｔ，１６６５），
公職者すべてに聖餐式の宣誓を課した宣誓法 （ＴｅｓｔＡｃｔ，１６７３）， カトリック教徒を 上院から排除

した議会宣誓法 （Ｐａｒｌｉａｍｅｎｔａｒｙ ＴｅｓｔＡｃｔ， １６７８） などが次々と公布せられて， ますます国教擁

－１１５
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憲法が保障する「信教の自由」 の無条件的性格とその実態

護に拍車をかけることになった， しかし世論には勝てず， ついに寛容法が公布されるに及んで， ひ

とまず宗教問題がおさまったことは前述のとおりである．
２５）

　

その後 Ｊａｍｅｓ

　

＝

　

の時代を経て， カ トリックの反抗を誘 発したこともあったが， これは大きな

紛争に発展もせず， 名誉革命に際してプロテスタントである ｏｒａｎｇｅ 公 Ｗｉｌｌｉａｍ が王位につくに

及んで解決というよりは， むしろ圧伏されて終った． そ・れにしても同じ非国教徒でありながら， カ

トリックがプロテスタントに比べてかなり苛酷な版扱いを受けたことは， 一八世紀中葉の旧教徒に

たいする諸法令によるものであって， まことに注目に価する，

　

それらはすべて Ｅ１ｉｚａｂｅｔｈｌ の治

世から Ｇｅｏｒｇｅ

　

＝

　

に至る一連の制定法の結果であり， これに比べると， 団体法， 五哩法や秘密集

会法などプロテスタントにたいする諸法は， 些細なものであったとさえいえる， 理由はいるいる説

かれているが， おそらくそれは宗教的見解の相違からというより， むしろ政治的な含みを多分にも

っていよう， ともかくカトリック教徒の自由は， 一八二九年 （１Ｏ Ｇｅｏ，ＩＶ，Ｃ二７） に至って， 多少

の条件をともないながら， ようやく認められたにすぎない，
２６）

ＩＶ

宗教は個人の精神生活を規整するばかりでなく， それ自体， 多くは理想国家の概念を蔵している

ところに， 現実の国家と真向から対立する必然性がある， もっとも， 一民族のみに局限せられる宗

教， たとえばュダャ教， バラモン教やわが神道のように超国家的， 超民族的布教がなされなかった

宗教は， むしろ国家にその指針を与える国教的存在として信奉されたであろうが， 国家や民族を超

越して普及した宗教は， 例外なしに国家と深刻な対立を続けてきたことは周知の事実である．
２７Ｊ

　

ロ

ーマの末期に Ａｕｇｕｓｔｉｎｕｓ が示した名有な 「神の国」 （ｃｉｖｉｔａｓＤｅｉ） と 「地 上 の 国」 （ｃｉｖｉｔａｓ

ｔｅｒｒｅｎａ） との対比において， その不可避的な宿命が暗示されている， 現在までかれの著書がカト

リックのみならず， むしろ新教の各方面に大きく影響してきたことは決して偶然ではない．

　

１

　

以上のようなことは一にキリスト教だけでなく， あらゆる宗教は， 多かれ少なかれ， その世

界観の下にうかがわれる宗教的社会理念をもっているから， 政治生活における宗教の力の問題を，

キリスト教と国家との関係にのみ帰着せしめることは不正確であるが， 少なくともキリスト教の出

現がこの問題にたいして， 初めて新しい不思議な局面を与えたこと．を強調するのは当をえたことで

ある， そればかりか現在， 政教関係のあらゆるヴァラエティに富む要素が， そのなかに含まれてい

る点において他にその類を見ない， それはもちろん歴史的な偶然の結果によるのでなく， この宗教

の本質自体によるのである， なぜならば， この宗教の介在するところはどこでも， 個人的なまた社

会的な人間にたいして一定の相対関係をもたらすからであり， この個人的社会的人間観は，神と人

との関係における旧来の観念を変革してしまうからである．
２８’それゆえ国家と宗教との関係から必

然する信教自由主義に関しては， これを世界にさきがけて憲法の一大原則となし， 各国に大きな影

響を与えたアメリカと， これに原因を与えたイ ギリスのそれとを比較検討することによって， この

主義の全貌がはっきりしてくるといっても， 決して偏見ではない，

　

Ａ

　

アメリカ合衆国憲法修正第一条によれば， 連邦議会は国教を公認したり，宗教的行事の自由

な執行を禁止したりする法律を制定してはいけないことになっている， この保障は， ｇ） 個人によ

る侵害にたいするものではなく， 行 政官庁による信教の自由の侵害にたいする保障であるととも

に， ⑰

　

外国人といえども均しくこれにあずかり，そう 戦時においてさえ妨げられないものとされて

し・る．
２９）

　

（ａ） 宗教宣伝にたいする制限：

　

いかに宗教の宣伝とはいいながら， 名誉殴損を惹起したり，

あえて闘争的な言辞を弄するようなばあいは， 修正第一条の保障を受けるわけにはいかない． これ

－１１６
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に関する事例として 「エホバの証者」（Ｊｅｈｏｖａ甘ｓ Ｗｉｔｎｅｓｓ） 所属の一員である

　

Ｃｈａｐｌｉｎｓｋｙ が， 街

頭においてかれらのパンフ レットを配布する際，警察官を「呪われたゆすり」（ｄａｍｎｅｄｒａｃｋｅｔｅｅｒｓノ，

「呪われたファ シスト」（ｄａｍｎｅｄ Ｆａｓｃｉｓｔｓ） と評し， あげくのはて 「他の教理はすべて詐欺であ

る」 と叫んで聴衆の憤激をかい， ニューハンプシャー州治安侵犯法によって処罰された事件があげ

られる， これにたいして連邦裁判所は，「名誉段損， 冒涜的または闘争的言辞によって侵害が発生す

るか， または治安索乱罪（ｂｒｅａｃｈｏｆＰｅａｃｅ）を誘発するおそれある言辞は，かつて憲法上の疑義を

生じたためしがない」 として， その有罪判決を確認している （Ｃｈａｐｌｉｎｓｋｙｖ．Ｎｅｗ Ｈａｍｐｓｈｉｒｅ，

３１５ Ｕ．Ｓ．５６８，１９４１）．
５０）

　

（ｂ） 武器をとらない宗教の保障： クエーカー教では， 宗教上の理由から， いかな る 名 目 に

よるも武器をとることを許さず， 徹底的平和主義を標梯している．

　

これにたいして選 抜徴 兵 法

（Ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ Ｔｒａｉｎｉｎｇａｎｄ Ｓｅｒｖｉｃｅ Ａｃｔ，１９４０； Ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ Ｓｅｒｖｉｃｅ Ａｃｔ，１９４８） は， かれらを良

心的参戦拒否者 （ｃｏｎｓｃｉｅｎｔｉｏｕｓｏｂｊｅｃｔｏｒ） として軍務免除の措置をとり， 合衆国憲法修正第一条

の保障を生かしてきた， しかし外国人であるかれらがアメリカに帰化を申請した０まあいは， 帰化条

件の一つである 「アメリカ憲法の原則にたいする忠実」（８ Ｕ．Ｓ．Ｃ．Ａ．Ｓ３８１） を欠くものと して

拒否されてきた．
３１） たとえば Ｕｎｉｔｅｄ Ｓｔａｔｅｓ ｖ． Ｍａｃｉｎｔｏｓｈ，２８３ Ｕ．Ｓ．６０５，１９３１３２） によれば，

バプテ ｆストの牧師であり， イェール神学校の教授でもあったカナダ人 Ｍａｃｉｎｔｏｓｈ は， 帰化申請

に際して，その条件であるアメリカ防衛のために武器をとることを是認したが， 自己の良心のみが

その必要の判定者であることを宣誓の条件としたために， 連邦政府は， これをアメリカ憲法の原則

に忠実ならざるものとしてその申請を却下し， 連邦最高裁判所もこの判定を是認した，

　

また一九四五年には， アメリカ人である良心的参戦拒否者に弁護士たる資格を与えなかった，こと

がある （γ８Ｓｕｍｍｅｒ，３２５Ｕ．Ｓ．５６１），イリノイ州最高裁判所は， この判定を修正第一四条違反で

ないとして是認し， 連邦最高裁判所もこれを確認して 「イリノイ州における司法官吏のなすべき州

憲法遵守の宣誓には， 軍務にたいする服従を包含するという州の解釈は正当で， これがために修正

第一四条が州の行為について保障する信教の自由を侵害したとはいえない」 と結論している，

　

ところが一九四六年， カナダ人である Ｇｉｒｏｕａｄ は， アメリカに帰化を申請した際 「宗教的立場

から， 実際の戦闘を除き， 他のいかなる軍務に就くことをも承認する」 と答え， 連邦地方裁判所は

これに帰化を許したが， 控訴審ではその判決を破棄した， これにたいして連邦最高裁判所は，「近代

戦は国民の総力を必要とし，最高の協力によってのみ勝利に導かれる， したがって単に武器をとる

ことの拒否は， 必ずしも忠誠に反するとはいえない， 宗教的信条がそうさせても， これをもってア

メリカ憲法にたいする不忠実を表明したとすることはできないはずである」 として， 帰化を認める

に至った．
３３）

　

（ｃ） 宗教行為が名誉穀損となるばあい： 近来， アメリカの各州のなかで， 宗教を理由とする

非難を処罰する法律が二， 三に止まらず制定されている， これはおそらく， 現行刑法における名誉

鞍損は人， 法人または団体にたいしてのみ認められ， 宗教各派についての侵害は処罰の対象とされ

なかった （ｐｅｏｐＩｅｖ．Ｅｄｍｏｎｓｏｎ，１６８ Ｎ．
・
Ｙ． Ｍｉｓｃｅｌｌａｎｅｏｕｓ１４２，１９３８） ので， これを保護する

目的の下に定立されたものであろう， たとえば一九三九年， ニュージャージー州は， 宗教グループ

にたいして， その教理や礼拝の方法を理由として嫌悪， 悪口， 暴力または敵意を誘発し唱導する書

物，演説， パンフレットなどを発表するものを軽罪とする法律を定め， 一九四二年には， マサチュ

ーセッツ州が刑法上の名誉鞍損を， 宗教グループにたいする嫌悪を増進する意思をもって公表され

た虚偽の題材にも及ぼす旨を法定したことなどは， その間の事情を物語るものであろう．
３４）

　

（ｄ） 宗教集会にたいする保障：

　

〆リランド州には， 公園使用に関する法令なく， 使用希望者

－

　

１１７

　

－



憲法が保障する「信教の自由」の無条件的性格とその実態

は慣例によって公園理事または市参事会の承認を得ることになっていた． たまたまエホバの証者の

会員数名が， 市参 事会にたいして再三にわたり説教を目的とする使用の申請をしたにもかかわら

ず， 回答がないままに， 説教を断行してしまったという事件がおきた． これにたいして当局は， メ

リラソド公安条例により秩序索乱のかどをもって処罰したが， 連邦最高裁判所は Ｈａｇｕｅ ｖ

　

Ｃ．１．

０，
●を援用して， この処分を信教の自由にたいする事前の抑制であるとなし， 違憲の判決を下して

いる （Ｎｉｅｍｏｕ〈ｏ ｖ． Ｍａｒｙｌａｎｄ，３４０ Ｕ．Ｓ．２６８，１９５１），
３５）すなわち， 公共の福祉を侵した事実を全

然発見しえないにもかかわらず， これを ｄｉｓｏｒｄｅｒｌｙ ｃｏｎｄｕｃｔ としたことは明らかに不当である，

また当局において拒否すべき規準を示さずに， しかも回答をしなかったことは， エホバの証者の教

理を嫌ったことによる拒否と見てよいと述べている，

　

また街頭で宗教的集会をもつためには， 公安委員の許可を要するとしたニューヨーク市条例が，
連邦最高裁判所によって無効とされた事例がある（Ｋｕｎｚｖ．Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ，３４りＵ，Ｓ．２９０，１９５１）．

３６）

これは市の許可を経て， 街頭説教をしていたあるパブテイストの牧師が， 他宗派を非難攻撃したこ

とによって， その許可が取消されたばかりでなく， その後提出した街頭使用許可申請は， 理由の呈

示なしに拒否されたので， かれは無許可のまま説教を敢行したために市条例違反にとわれ， 処罰を

受けた事件である， 連邦最高裁判所は， いかなる地方団体も宗教的事項に関する演説にたいして，
これを抑制する権限をば， 正当な規準を示すことなくして行政官に付与することは違憲であるとな

し， 街頭において説教する権利を事前に統制しうる権限が行政官にあるとみられるニューヨーク市

条例は， 憲法修正第一条に違反するものであって無効であると述べている， なおこれについて， 出

版物にたいする事前抑制の不当性を， 街頭の集合にも及ぼさんとすることの不合理を強調する少数

意見 （ｌａｃｋｓｏｎ 判事） のあることも忘れてはならぬ． それは，出版物は演説よりも民衆を激昂させ

る力が弱い， したがって出版物のみに起因するモップは稀であり， 演説によらないそれもほとんど

ないとして， この判決に反対するのである．
３７）

　

なお法律それ自体が違憲でなければ， 宗教的集会の許可申請が理由なく拒否されたばあいでも，
これを無視して集会することは違法であるとする

　

Ｐｏｕｌｏｓ

　

事件 （Ｐｏｕｌｏｓｖ．ｔｈｅ ＳｔａｔｅｏｆＮｅｗ

Ｈａｍｐｓｈｉｒｅ，３４５Ｕ．Ｓ．３９５，１９５３） は注目に価する， それは， 説教を目的とする公園使用の申込み

を， ポーツマス市の認可委員会によって拒絶されたエホバの証者所属の二名が， これを無視して使

用したために処罰された事件である， 両名の主張は， ｇ） このような認可制度は修正第一四条にお

ける言論および信教の自由の侵害である， ◎ たとい認可を要するとしても， このように不法に拒

否されたばあいに， 司法審査を経なければならないとするならば， いたずらに説教の機会を数年あ

とまで引き延ばすことになり， 結局， 憲法上の保障は名目のみに終るというのである， これにたい

して連邦最高裁判所は， 州法第一四五条第二節後半の認可制は， 市の合理的便宜と信教の自由
●
との

調整の必要上設けたもので， 違憲ではない， ただ許可を拒否したことが不法であるにすぎないか

ら， 従前の判例 （たとえば後出の Ｃａｎｔｗｅｌｌｖ． Ｃｏｎｎｅｃｔｉｃｕｔ； Ｔｈｏｍａｓ

　

ｖ． Ｃｏｉｌｉｌｌｓ

　

など） のご

とき法律そのものが違憲であるばあいと区別すべきは当然であるとする， また本件は， 移送命令

（Ｃｅｒｔｉｏｒａｒｉ） を申請して司法審査を求めるのが至当である，

　

そのための遅延は現段階においては

止むをえないことであって， これに要した費用と手段は， 秩序ある社会に生存する人々の負担すべ

き義務でなければならぬと述べている．
３８）

　

（ｅ） 宗教宣伝図書配布の許可制にたいする違憲問題：

　

アメリカの市町村のなかでは， かつて

その条例において街路における宗教宣伝図書の配布や宗教新聞・雑誌の購読勧誘を目的とする家庭

訪問にたいして， 許可制をとる規定をおいたものがあった， しかしそれは結局， 行政官の事前検閲

を許容することになるわけで， いかに市民のプライヴァシイ尊重を理由としても， その規定の合憲

－ １１８

　

一



高

　　

坂

　　

直

　　

之

性を裏付けすることにはならないとされている， たとえば一九三八年の Ｌｏｖｅｌｌ 事件 （Ｌｏｖｅｌｌ

　

ｖ．

Ｇｒｉ街ｎ，３０３Ｕ．Ｓ，４４４）３９）において連邦最高裁判所は， 市当局の許可がなければいかなる文書も配

布できないとするグリフイソ市条例は， 出版・信教の自由に背馳するものとして無効である， たと

えこの条例が宗教的公表の取締を目的とせず， 図書の配布そのものを取締るにすぎないという理由

によっても， これを合憲とするわけにはいかない， 教理の公表と， それにもとずくパンフレットの

配布とは， ともに切り離せないことがらであると述べている．

　

同趣旨の重要な判例として Ｃａｎｔｗｅｌｌ事件 ａｎｔｗｅｌｌｖ． Ｃｏｎｎｅｃｔｉｃｕｔ，３１０ Ｕ．Ｓ，２９６，１９４０）４０）

を忘れることはできないであろう．それはエホバの証者所属のＣａｎｔｗｅｌｌ外数名が，街路において蓄

音機をかけながら宗教図書の購読を要請し， また寄附をも募集していた際， たまたまレコードの内

容が他宗派， ことにカトリックを極端に非難したものであったから， ほとんどがカトリックであっ

たその地方の住民を憤激せしめ， ついに訴訟に発展した事件である， ニューヘヴソ郡裁判所は， 許

可なくして宗教上の寄附募集を禁止するカネティカット州法に違反するものとし， かつまた治安紫

乱罪にも該当するものとして有罪の判決を下した， これにたいしてかれらは，合衆国憲法修正第一

条および第一四条違反を理由に，連邦最高裁判所に上告したことはいうまでもない， 連邦最高の法

廷は上告人の言い分を認めて次のようにいっている． すなわち修正第一条における信教の自由は，
各自の欲する宗教を信奉する自由と， 信教の形式を何ら制限されることなく行使する自由という二

つの内容をもっている， 前者は法律によって制限を受けない絶対権であるが， 後者はその性質上，
社会的秩序維持のためには， あるていどの制約を受けるのは当然である． したがって州は， 法律に

よっても宗教的意見の発表ないし説教を総体的に否認するような態度にでることはできない，

　

また ｂｒｅａｃｈｏｆｐｅａｃｅ には， 暴力行為はもちろん， これをひき起すおそれのある言葉や行為も

含まれている， しかるに本件における伝道行為には， 何ら暴力的な素因を見出しえない， またレコ
ードの内容が聴衆の反感をかったことは明らかであっても， それが住民を思想的に混乱させたわけ

でもなし， 交通妨害の事実もない， してみれば結局， 有罪を決定づけるような 「明白にして現存す
る危険」 （ｃｌｅａｒａｎｄ ｐｒｅｓｅｎｔｄａｎｇｅｒ） は初めから存在しないことになるという．

４１）

　

（ｆ） 宗教活動と商業活動とのニュアンス：

　

商業広告の配布を制限しても言論，出版の自由を

侵したといえないことは， Ｖａｌｅｎｔｉｎｅ 事件 （Ｖａｌｅｎｔｉｎｅｖ．Ｃｈｒｉｓｔｉａｎｚｅｎ，３１６ Ｕ．Ｓ，５２，１９４２） に

よって明らかであるから， その行為が信教の自由にもとずいているというよりは， むしろ商業活動

と見るほうが正しいばあいに， それらの行為を治安維持のために禁止または制 限したからといっ
て， 信教の自由にたいする圧迫であるとはいわれないであろう． ただし一九四二年の連邦最高裁判

所判例によれば， 宗教雑誌販売のための戸別訪問を商業行為とみなし， これにたいして定期に納付
すべき免許税を課したオペリカ， フオートスミスおよびカサグランデ各市の条例を合憲であると認
めている （Ｊｏｎｅｓｖ．ｏｐｅｌｉｋａ，３１６ Ｕ．Ｓ．５８４）．

４２） もっともその翌年にはこれをくつがえして， 宗

教雑誌の戸別的購入勧誘は伝道資金獲得のためにも必要な行為であって， 商業行為とは本質的に異
なるとしている， また広告などを手渡しするため， ことさらに家人を戸口まで呼び出すことを禁止
したストラザ市条例をもって， 宗教的会合のためのリーフレット頒布のばあいを律することは違憲
であるとして次のように述べている， すなわちこの条例は， 市民の休息時間をそのような訪問によ

って中断されないようにする目的で定立されたものであるが， 宗教的欲求によって情報を求めてい
る人々に， かかるリーフ レットを手交する自由は，，自由社会の維持上まことに大切であるというの

である，

　

また， たとえ歩道が一会社の私有地であっても， それが公共の使用に供せられている以上， その

私有地たる歩道でなす宗教雑誌の自由な配布に制限を加えることは， 修正第一条違反であるとする

－１１９
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Ｍａｒｓｈ 事件 （Ｍａｒｓｈ ｖ． Ａ１ａｂａｍａ，３２６ Ｕ．Ｓ．５０２，１９４６）４３） も注目に価するであろう，

　

（ｇ） 国旗敬礼事件： 宗教的信仰または信仰の危機における保護要求の問題と教育機構に関す

る問題とが， たがいに重複するようなばあいについては， 多年， 憲法上の重要懸案として論争され

てきた， たとえを 公立学校の児童が， 一様にアメリカ国旗掲揚式に参列することを要求する州法の

合憲性が問題になった事件などは， もっとも代表的であろう，

　

国旗は国民統合の象徴であり， かかる統合を強調することが， 政治と宗教の適正な機能でもあ

る，Ｆｒａｎｋｆｕｒｔｅｒ判事の言葉に 「凝集性ある国民感情を統合する紐帯こそ， 自由社会の本源的な基

礎をなすものである， 国民感情は， 時代から時代へ伝達する諸慣習のまとめ役である国民精神の作

用によって育成さえ ねばならない， 文明を作りだす貴重な国民生活の連続性は， これによって生れ

るのである」 とあるのは， この裏付けになるとおもう （ＭｉｎｅｒｓｖｉｌｌｅＳｃｈｏｏＩＤｉｓｔｒｉｃｔｖ．Ｇｏｂｉｔｉｓ，

３１０ Ｕ．Ｓ．５８６，５９６，１９４０），

　

連邦最高裁判所はそれゆえ， すべての児童に国旗敬礼を強制したペンシルヴェニア州の決定を支

持したのである， しかしこの判決は， 国旗敬礼をもって一種の偶像崇拝であると教えこまれている

エホバの証者所属の児童にたいし， 明らかに信教の自由を拒否したことになる． これらの児童はそ

れいらい， 州法によって公立学校への通学を強制されたから， 結局， その宗教的原則を破棄せざる

をえない羽目に陥ってしまった， この事件にたいしては， 州の決定以後， 各方面に議論が沸騰し，

大勢は違憲であるという方向を示していたにもかかわらず， 判決はこれを無視したわけである．

　

Ｓｔｏｎｅ 判事は， 州法はただに宗教の自由な行動を禁じたに止まらないと， 一人 異議を唱えてい

る． すなわち法手段によって州は， 児童および両親の支持しない， しかもかれらのもっとも深い宗

教的信念を乱すような感情の表現を強制したことになるという， かれの意見には， 当時ジャーナリ

ズムの関心が， かなり集まったものの， 各州はむしろこの判決に力を得て， エホバの証者所属会員

の一部を救いがたい犯罪者として起訴しようとする気配さえ見えはじめた， ことここに至って， 本

件に関する連邦最高裁判所の多数意見者のうち数名の判事は， かれらの下した判決の結果にたいし

て疑義をもつようになったらしい， 元来， この判決は， エホバの証者の会員が布教に広く用いてい

る 「ちらし」配布の認容と同じ条件で， 国旗敬礼の要求を支持しようという政治的な含みがあった

のである， 敬礼拒否者を起訴するようなことでは， 国旗にたいする尊敬確立を目指す儀礼が， かえ

って国旗に不名誉をもたらすように作用すると悟ったのであろう． ある事件において間接にではあ

るが， これに類する意見を発表した Ｂ１ａｃｋ， Ｄｏｕｇｌａｓ および Ｍｕｒｐｈｙ の三判事は， その後揃って

ペンシルヴエニア事件の判決は間違いであったと表明している，

　

これ がついに支配的傾向に発展

し， 三年後に続いて起った

　

Ｍｕｒｄｏｃｋ 事件 （Ｍｕｒｄｏｃｋ ｖ．Ｐｅｎｎｓｙｌｖａｎｉａ，３１９ Ｕ，Ｓ，１０５，１９４３）

と，
Ｂａｒｎｅｔｔｅ 事件 （Ｂｏａｒｄｏｆ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ ｖ． Ｂａｒｎｅｔｔｅ，３１９ Ｕ．Ｓ．６２４，１９４３） においては， 前判

決が完全に覆されている， とくに注目すべきは， Ｂａｒｎｅｔｔｅ 事件 判決 の多数意見者の一人として

Ｊａｃｌ〈ｓｏｎ 判事が 「説得と先例によって国民の統合 （ｎａｔｉｏｎａＩＵｎｉｔｙ） を 育 成 す る州の権力につい

ては問題はない， しかしこれを強制的に教え込むということは， 無益であり， かつ違憲でもある」

と附記していることである．
４４｝

　

以上は， 宗教行為に関して連邦最高裁判所が示した一般的傾向の概説にすぎないけれども， その

大中に認められた宗教的行動の自由は， たしかにＪｅｆｆｅｒｓｏｎ の提案にかかる一七八六年のヴァージ

ニア信教自由法の精神を体したものか，あるいは更に遡って，ＲｏｂｅｒｔＢａｉｌｌｉｅ のいうように，Ｒｏｇｅｒ

Ｗｉｌｌｉａｍ

　

にその精神的根拠を求めたものということができるであろう．
４５） いずれにせよ

　

われわれ

は， もって他山の石となすべき十分の価値をそのなかに見出すものではあるが， 完全に信教自由主

義が守られているかどうかは， 政教分離の程度いかんによって決められるべき 問 題であるとおも

－
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ー

　

Ｂ

　

イ ギリス人は， 他のいかなる国家より高いていどとはいえないまでも， かなり広範囲な信教

の自由があると自負している， 神の存在を確信し， あるいは否定する自由， 既成宗教にたいする信

仰， 不信仰の自由など， かれらは全く思いのままであるという， しかしこれまでになるには， かな

りの肝余曲折を経てきていることはもちろんである， 過去いく世紀にわたって， キリスト教は国法

の重要部分であったし， それゆえ神の存在を否定する者は， 冒涜罪として処断されてきた， またか

つて多くの法律書には， キリスト教や聖書を軽蔑するような言辞を弄したり， 聖書を焼却すること

などは， 明らかに犯罪を構成すると述べられていたことが知られている．
４６」 理由は， キリスト教の

拒否が， 社会の構造を動揺させると考えたからで， もちろん社会そのものが， キリスト教に基礎

けられているという前提の下にあったことはいうまでもない，

　

現在におけるイギリスには全然その危険はなく， 冒流の罪もすでに死文化され， この罪の主要訴

因は治安侵犯をひき起す一傾向として扱われている， そしてキリスト教の真意についての慎重敬度

な研究は， もはや法政策のタッチすべき分野でないといわれているが， 少なくとも三〇年前まで

は， 上院によるこのような保障がなかったことは事実である，

　

当 時はそれでも非宗教主義を促進

し， 超自然的信念を否定する目的で設立された諸団体が， かなりの数にのぼったことを認めなけれ

ばならない， 時の大法官 Ｆｉｎｌａｙ 郷は， かかる団体の非合法性を強調し，反キリスト教的な， いか

なる意図も違法であるとしたにもかかわらず， 上院における多数意見はむしろ反対で， その合法性
を明らかにし， かかる団体への遺贈は有効であると決議している，

Ｓｕｍｎｅｒ判事も， あらゆる宗教

にたいする国家の態度は， 原則として国家の安全保障という立場に拠って決すべきで， 人々が告白
する教理や抽象理論によって左右さるべきでないという （Ｂｏｗｍａｎ

　

ｖ． Ｓｅｃｕｌａｒ

　

Ｓｏｃｉｅｔｙ

　

Ｌｔｄり
１９１７）．

４７）

　

イギリスにおいてはキリスト教の信仰が，現在もかれらの生活方式の基礎をなしているとはいう

ものの， それが決 して法によって強制されるものでないことは， オックスフオード運動グループの

メンバーであるイギリス人に帰化することについて， 一九四六年， 下院で問題がおきたときに， は

っきり確認されたことである， すなわち同年七月六日のロンドン・タイムス紙上で当時の内務大臣

（ＨｏｍｅＳｅｃｒｅｔａｒｙ） は 「入国希望者に宗教的または政治的審査を適用するつもりはない， ただし

破壊的な思想の宣伝を目的としているばあいはこの限りでない， 世界のあらゆる方面から来る思想

の流れが迎えられる場としてのこの国の古い実績は， まだ依然として保持されている」 といって，
この原則を明示している，

　

それゆえ， かつてナチ政権の下におけるドイツのとった Ｎｉｅｍｏｌｌｅｒ

　

牧師をはじめプロテスタン

トへの冷遇， またソ連体制の下におけるチェッコスロヴァキアのなした

　

Ｂｅｒａｎ 大司教をはじめカ

トリック者にたいする酷遇は， 決して信教の自由を標梼する国の政策とはおもわれない． このよう

なことは Ａ．Ｄｅｎｎｉｎｇ もいうように， 一国の政府与党が良心と政治双方の問題について， 国民に

完全な忠誠を要求することに起因する． しかしキリスト者は， 国家を良心の問題における最高権威

として見ないから， この●ような忠誠の要望を断乎排撃するのは当然である， 政府与党はここにおい

て宗教を危険視して， これを圧迫するに至るのも自然の過程であろう，

　

ところがイ ギリスのように国教をもち， しかも宗教教育があらゆる学校のカリキュラムの一部を

なしている国には， このような危険はないという，

　

しかし

　

Ｄｅｎｎｉｎｇ

　

のいうように， 果して国家

が一既成宗教色に塗りつぶされることが信教の自由を 維 持するゆえんであろうか， いかにかれが

Ｅ１ｄｏｎ 郷の有名な言葉「国教は， 教会を政治に関与させるのが目的ではなく， 国家を宗教的戒律に

眼せしめるのが目的である」４８）を引用しても， われわれは国教が存在する以上， 良心の問題におけ

－

　

１２１

　

－



憲法が保障する「信教の自由」 の無条件的性格とその実態

る個人の自由を百パーセント認めたとはいえないとおもうだけである，

　

２

　

国家によって尊重せらるべく保護せらるべき信教の自由を Ｊ． Ｍｅｓｓｎｅｒ は， ｇ）信仰告白の

自由， すなわち国民生活の上で不利を受けることなく， 公然と宗教的礼拝をする平等な， そして国

家により保障された権利． ◎ 両親がその子供の宗教的教育についてもつ自由， そう共通の宗教的

権利および利益にもとずいて団結をする自由， ◎

　

自由社会に妥当している言論の自由にしたがっ

て， 各宗教的共同体の信条を宣伝する自由．
４９）としている， これらをすべて奏効させるためには，

「宗教は私事である」 という近代国家の信仰告白， いわば自然主義的人間論の帰結たる政治的中立

主義に拠るのみでいいかどうかが問題である，

　

およそ現実の問題として国家共同体が多種の信仰に分たれているばあい， 国家は多数の国民の良

心との重大な衝突をきたすことなしには， 特定の宗教のみを認め奨励することはできない， そうし

たばあい多数の国民は， 少なくとも間接には自己の良心と一致しない公権力の行使マ亡甘んじなけれ

ばならないからである． これを避けるためには， 国家は 「国家と宗教との分離」 の原則にしたがっ

て自らを規律することによってのみ応ずることができる， そうしてその結果， 「自由国家内の自由

教会」 （ｆｒｅｉｅ Ｋｉｒｃｈｅｉｍ ｆｒｅｉｅｎＳｔａａｔｅ） の原則１， すなわち宗教はその本有の権利を国家によって

妨げられることなく， 時の事情に応じて行使しうる状態にあるべきだという原則が妥当するのであ

る， それゆえ近代国家の信仰告白は， 不偏不党を意味する 「宗教は私事である」 という言葉によっ

て表現されているといってよい，

　

しかしこの表現には， 多分に誤解を招くものが含まれている， すなわちそれは， 政治的共同体に

与えられる一切の宗教の影響が直接， 間接を問わず， あらゆる手段をとって禁圧され， 戦闘的無神

論が大いに喧伝されることになりかねないからである． 少なくとも西欧のキリスト教女化伝統のう

ちに生きている諸民族は， 国家が原理的無関心主義や， さらに世俗主義にしたがって宗教への単な

る消極的な立場のみをとることを正当化するのではない，

　

Ａ

　

アメリカ合衆国憲法修正第一条の 「連邦議会は， 法律によって国教を公認し， 宗教行事の自

由な執行を禁止することはできない」 という規定については， 一七九一年の改正以来， この基礎法

の意義を考察すべき職にあるもののあいだですら， 大きな関心をひくには至らなかった， それは宗

教に関する国内法規の数が比較的少なかったことと， それら少数の法も， 通常はあまり問題に，され

ることがなか、ったからであろう， そのうえ修正の当初においては， これを連邦議会の決定にたいし

てのみ適用していたために， 州法は本条に対応する規定をもたなかったことにも原因があったとお

もう．

　

しかし現在においては連邦最高裁判所は， 修正第一条の制限が国家にたいしてと同様， 州をも拘

束するという原則を樹立発展させ， 良心の自由を侵害する州法は， 修正第一四条の侵犯であるとし

ている， この原則は従来， 宗教の影響にたいして挑戦的な州法に， 憲法上の理論的解釈の根拠を与

えてきたところである．
５０）

連邦最高裁判所におけるこの問題の論争は， 一九四七年の

　

Ｅｖｅｒｓｏｎ 事件 （Ｅｖｅｒｓｏｎ ｖ．Ｂｏａｒｄ

ｏｆ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ，３３０ Ｕ．Ｓ．１） がもっともティピカルなものであろう， 事件の論点は， 教区附属小

学校へ通学する生徒のバス料金を， 州税をもって支払いうるや否やということであって， かかる公

金の支出は， 国教禁止の規定に反すると論議されたことに端を発している． 最高裁判所は， 公の宗

教援助を違憲とすることに異存はないが， 生徒を学校へ送りこむことは公務上の行為であって， 宗

教への援助ではないと解し， その合憲性を認めた， しかしこの判決に到達する以前に， Ｂ１ａｃｋ 判

事は， かつて多数意見の代表として， この分野における州の圧力につき， きわめて厳重な定義を主

張したことがある， かれは 「税金はその額の多寡にかかわ，らず， およそ宗教的団体または宗教活動

一 １２２
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を援助するために徴集されてはならない」 と述べている （３３０Ｕ．Ｓ，１６） が， この意見は後に， 宗

教教育に関して公立学校施設の使用を禁ずるようにという要請に発展した有名な

　

ＭｃＣｏｌｌｕｍ 事件
（ＭｃＣｏｌｌｕｍ ｖ． ＢｏａｒｄｏｆＥｄｕｃａｔｉｏｎ，３３３ Ｕ．Ｓ．２０３，１９４８） の基底をなしている， ところが一九
五二年の Ｚｏｒａｃｈ 事件 （Ｚｏｒａｃｈ ｖ．Ｃ１ａｕｓｏｎ，３４３ Ｕ．Ｓ．３０６） では， 生徒を 自由に校外宗教教育
計画に参加させるため， 特定の時期において， かれらに下校の自由を与える州の権限を一応支持し
たが， 宗教的目的のために， 公金の支出を禁止するというルールは， 原則として弛められたわけで
はなかつた，

　

ニュージャージー州の両親たちは， 子供が支払うバス料金を返還してもらえるかどうかというこ

と， またイリノイ州のシャンペン市は， 公立学校の教室内で宗教教育を試みることができるかどう

かということに関して両派に分れ， その激論は痛烈をきわめたものである． しかし一般的にいっ

て， 教区小学校の財政上の逼迫を緩和するために， 租税がこの用 途に指定されうるかどうかとい

う， より広い問題を解決するほうがむしろ大切であったといわねばならぬ， この支出にたいする論

争は， 双方の信念が深く感じられるだけに， 国教問題 （ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔｑｕｅｓｔｉｏｎ） を解決する策と

して， いずれの論拠にしたがうべきかを決めることは困難である． このジレンマにたいする一つの

解答は， 双方がそれぞれの立場でなす正しい主張を確認するかぎり， 両者の包括的な採用によって

遂げられるかも知れないということである， しかしそのように不均衡に拡張された論旨を合一正当

化することは， いうべくして実現まことに困難である， いま一つの処置は， この問題についての中

立的な答弁であるかも知れないが， しかしそれは決して妥当ではなく， そうすることによって， 本
来， 活溌であるべき論争の生気を奪うことになるであろう．

５１）

　

Ｅｖｅｒｓｏｎ， ＭｃＣｏｌｌｕｍ 両事件の判決例に記されている憲法上の法則は， かつて 「アメリカ法曹協

会誌」 （３４Ｊｏｕｒｎａｌｏｆｔｈｅ Ａｍｅｒｉｃａｎ ＢａｒＡｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ，１９４８，ｐｐ．４８３） が指摘したように， 国

家政策のみに止まらず， アメリカ人の文明および生活方法に密接な関連をもつ基本原則がその内容

をなしているという， これら二つの判決は， ある法則を具体化するばあいにそうであるように， 行

動の規律としての一般的集合意志の上に立っていると互に主張し， またその反映として， 個人の知

性尊重と独断的意志の排除とを目指した， きわめて合理的なものであることをそれぞれ強調してい
る． われわれのまず最初の関心は， この新しい法則を支持する連邦最高裁判所の判決理由それ自体

と， それが教会と国家の分離問題に， 一つの概念を示しているということにある， たしかにこれら
一つの判決は， 修正第一条の国教禁止条項を貫ぬく政治的原則， すなわち当時の公認された政治哲

学を確立するために， 連邦最高裁判所がなした最初の形式的努力を表示したものであろう． 宗教と

政治との関係を規整するには， かかる政治哲学理論のほうが， 単なるプラグマティックな法則の定

立よりも， はるかに決定的であるといわれている．
５２）

　

しかし Ｗｒｏｏｄｓｔｏｃｋ Ｃｏｌｌｅｇｅ の Ｍｕｒｒａｙ 教授がいわれた「いく世紀にもわたって， あらゆる言

語で述べられた教会と国家の分離に関する文献を多少でも知っている人は， 宗教的政治問題で， こ

れほど大きな誤解を招いだ陳述を他に知らない」 という言葉を反省する必要がありはしないであろ

うか． なるほど修正第一条のもたらした本来のアメリカ政治哲学は， 普遍的なものといわれてい

る， それゆえ， たとえば 「社会的発展」 という口実の下に， それが阻害され， 曲解されるようなこ

とがあってはならないであろう， ただ判例は， この原則の具体化された政教分離政策において， 余

りにも機械的に冷淡な態度をもって臨み， 少なくとも宗教そのものにたいする 愛情は感じられな

い．
Ｍｕｒｒａｙ 教授の非難は実にこれを突いているのである，

　

この両事件の論究を吟味しなければならない第二の関心は， 「法原則の絶対性」 から引き出すこ

とができる， われわれは現代の司法機関が， 「絶対」 という概念にたいして烈しい憎みを抱き， か

－

　

１２３

　

－



憲法が保障する「信教の自由」の無条件的性格とその実態

れらの法律学においても，

　

これを容れたがらないと理解しているが， もしそうならば連邦最高裁

判所が絶対的原則として， 教会と国家の 「絶対的分離」 を突然 表 明したのは多少皮肉である．
５３）

Ｒｅｅｄ 判事は ＭｃＣｏｌｌｕｍ 事件について 「修正第一条の厳格な解釈は， 一般に認容された 慣習と衝

突するばかりでなく， 長いあいだの経験によってわれわれの社会に食いこんでいる慣例を覆す危険

性がある」 といっている （ＭｃＣｏｌｌｕｍ ｖ．Ｂｏａｒｄ ｏｆＥｄｕｃａｔｉｏｎ，３３３ Ｕ．Ｓ．２０３，２５６，１９４８）．それば

かりでなく， このような冷厳な判決は， とくに教育の分野における宗教的勢力にたいする政府の友

好的， 協力的態度を変更することから， むしろアメリカの社会的特色そのものを変革することに力

を貸すものであるというのが， かなり多数の識者の思慮ある意見でもある， それは Ｂ１ａｃｋ 判事が

Ｅｖｅｒｓｏｎ 事件で述べたように， 国家は宗教的信仰と不信仰との中間に位置するごとく， 全く中立

でなければならぬということであろう， とにかく

　

ＭｃＣｏｌｌｕｍ 事件の判決は， 国家を今や宗教的信

仰に 「反対 して」 中立的ならしめるという決定的な印象を与えてくれる， これについて

　

Ｍｕｒｒａｙ

教授は次のようにいっている． 『われわれは個々の判決から含蓄あ．を論 理を引きだすには 慎 重で

なければならぬと理解しているし，

　

またつねに 「法の生命は理論でなく， 経 験である」 とい

　

う

Ｈｏｌｍｅｓ の卓見によって， 心のなごむ保証が与えられている， しかるに法廷は， 「論理」 の突然の

攻撃からわれわれを完全に免除してくれるという， 補足的保証さえ与えないのだ， ＭｃＣｏｌｌｕｍ事件

もその一例にほかならない， それゆえ ＭｃＣｏｌｌｕｍ 法則のような絶対的な演輝法の前提が， 司直の

手にゆだねられているのを見ることは， 決して楽しいことではない』５４）

　

おもうに前記の二判決は， 教育政策の分野における新しい－

　

しかも仮定的な役割を設定したにす

ぎないと見てよいのではないか， それは経済政策の領域よりも， はるかにデリケートな問題を含ん

でいるわけであるから， 法が教育にタッチすることによって 「児童と両親」 の関係に介入すること

は， 「市民とその財産」 の関係が及ぶ領域よりも， はるかに敏感な ゾトンに立ち入ることになる，

したがって連邦最高裁判所が， これにあえて突入するとしても， 財産権を防衛するばあいのような

力強い理由をば， そこに見出すことは至難であろう，

　

法廷では Ｅｖｅｒｓｏｎ 主義を簡単に再確認することで満足していたにもかかわらず， ＭｃＣｏｌｌｕｍ 事

件について新しい線が現われるに至った，・それは Ｆｒａｎｋｆｕｒｔｅｒ 判事の主張にかかるもので， かれ

の意見には

　

Ｅｖｅｒｓｏｎ 事件の少数意見者が， すべて賛意を表したところである， かれの関心は，
Ｅｖｅｒｓｏｎ 事件で全法廷の関心を集めた一七九一年の修正第・一条ではなく， もっぱら 一九四八年の

修正理由にあったのである． したがってその論旨は，Ｊａｍｅｓ Ｍａｄｉｓｏｎ によって率いられた建国者

たちの叡智に向けられたのでなく， むしろかれらの子孫たちの合近代的な叡智に向けられたもので

あつた．

　

最初の連邦議会は，Ｊｅｆｆｅｒｓｏｌｌ流の設計にもとずいて教会と国家を分離する障壁を設 けたことは

事実である， しかしアメリカの民主社会に関する観念の絶えざる推移によって， 堅固であったはず

の障壁も揺るがないではいられなかった． Ｍａｄｉｓｏｎ の流れをくむ Ｒｕｔｌｅｄｇｅ 判事が， 建築学上完

全であるとした憲法制定者たちのこの建造物には， 将来， 修築すべき余地がかなり残されていたわ

けである， かれらは公立学校から宗教を， 同様に宗教教育への援助から政府を， 完全に壁でさえ

ぎってしまった， すなわち Ｍａｄｉｓｏｎ によって決定された本来の意味における修正第一条の根本的

な要請によって， 公立学校における徹底的な非宗教的雰囲気の醸成こそ， 合衆国憲法上の必 須要

件であるというのが Ｒｕｔｌｅｄｇｅ 判事の

　

Ｅｖｅｒｓｏｎ

　

事件における帰結であったのである． ところが

Ｆｒａｎｋｆｕｒｔｅｒ判事はこれに反対して， 純粋な非宗教的教育の方向へ政治を規整する基礎を， 国民の

経験と理性に求め， 画一性， 不 動 性を 排して実証的合理主義によるべきであると述べるのであ

る．
５５）

ー

　

ｉ２４

　

一



高

　　

坂

　　

直

　　

之

　

Ｍａｄｉｓｏｎ は， かれの師である Ｊｏｈｎ Ｌｏｃｋｅ と同様に宗教をばその性質上， 国家の公共性とは関

係のない個人の良心という内心関係と見る本質的な神学的理由から， 法律によって宗教を民主国家

に関連ずけることはできなかった， 国家はその保障責任を負うている個人的自然権の問題として，
また一致することのないかずかずの教義のなかに社会的調和をもたらす手段として， 信教の自由へ

の関心を深むべきだという， また宗教は， 政府の援助を要請しうる社会的利害関係のなかにランク

されるべき性質のものではないから， 国家は宗 教そのものに関心をもつことはできないはずであ

る， それゆえ立法は， その目的や効果が最少限度でも宗教への援助にあるならば， それはつまり個

人的目的のための立法であるというべく， 不条理であることはいうまでもない， 結局， いかなる宗

教援助といえども， それは個人の利益にたいする政治的干渉であるという，

　

以上が Ｒｕｔｌｅｄｇｅ 判事によって再現された Ｍａｄｉｓｏｎ の政教分離の意見である， かれは， たとい

良心の強制などありえないぱあいでも， また宗教的自由の抑制， 市民的平等の侵害， 社会的調和の

破壊などが全く存在しないことをはっきり論証しうるばあいでも， 政府のあらゆる宗教援助を修正

第一条違反の理由をもって禁止しようとする， おもうにかれは， 両者を分離する障壁を， 「自由」

の観念によることなく， 「宗教」 のそれによってのみ支えているとしかおもわれない， Ｅｖｅｒｓｏｎ事

件において連邦最高裁判所が強硬に推進した政教分離の理論は， 実にこれであった， 政教分離の理

論には， 国教反対という立場からも到達できるわけであるが， 前者については， ＭｃＣｏｌｌｕｍ 事件

によって別個に法廷の意志が表明されている．
５６）

　

しかしいずれにせよ， この連邦裁判所の見解は， 一七九一年， 一九四八年において， 修正第一条

に注入できなかったと断言したい． なぜなら， かれらの意見は， 一つの済度し難い宗教的セクト主

義の独断論にすぎなかったからである， もし本条により断呼禁止すべき一事をあげるならば， それ

はアメリカ基本法における 「宗教の派閥的理論の不法侵入」 そのものでなければならぬ， 国教禁止

か， 宗教への援助禁止を意味することを極力証明しようとした連邦最高裁判所は， 一宗教 （いわば

ジェイムズ・マディスン教） の樹立を促進したことになる． またそれは， 教会と国家との絶対的分

離を目指すあまり， 国家を 「教会なき宗教」 （ｒｅｌｉｇｉｏｎ ｗｉｔｈｏｕｔ ａｃｈｕｒｃｈ） に拘束してしまうこ

とで， いわばわれわれをして， 原教旨主義者新教 （ｆｕｎｄａｍｅｎｔａｌｉｓｔＰｒｏｔｅｓｔａｎｔｉｓｍ） の自然神教に

拠らざるをえないようにしてしまう， なおかれらは信教の自由という名において， 政治の宗教にた

いする関係を， 教育宗教分離主義の根本原則 （宗教の社会的不適合性－－その個人的性格， 市の公

共事業および教育組織における宗教の排除，宗教を個人の良心的裁断の方向へ追放することなど）

によって規整すべきであると決めてかかっている， 果してこれを公に発せられた一公式 理論とし

て， その存在を許すことができるであろうか， もしそうならば， それは教派的独断論にたいするあ

らゆる懇請を無視して構成された理論であるといわざるをえない，

　

しかし現実の問題としては， この ドグマがアメリカ全般に広く支持されている事実を否定するも

のではない， たとえば Ｋｉｌｐａｔｒｉｃｋ， Ｔｈａｙｅｒ や Ｈｏｏｋ などの教育学者によって， また Ｈｏｌｍｅｓ

の流れをくむ法学者や実証学派の法哲学者によって， またいろいろなプロテスタント思想家５７１に

よって， もちろん教育宗教分離主義者は一括して， 強力にこの原則を支持している，

　

しかしなが

ら， この ドグマがアメリカ憲法の重要な要素でないことは， 現に純粋なアメリカの伝統に立つスト

ーリ・クーリー法 （ｔｈｅｓｔａｔｕｔｅ ｏｆ

　

Ｓｔｏｒｙ ａｎｄＣｏｏｌｅｙ） が， この分離問題についてかなり消極的

態度を示していることによっても明らかであろう．
５８ノそればかりでなく， 宗教理論や政治的経験の

教訓などからいっても， それが誤りであることを容易に論証できるはずである． 今日， もし法廷が

議論の前提として，Ｌｏｃｋｅ から示唆を受けた理論である前社会的 「自然態度」（Ｓｔａｔｅｏｆｎａｔｕｒｅ）

からひき出された Ｍａｄｉｓｏｎ

　

独特の自然権理論を採用するならば， あらゆる種類の信仰を保持する

－

　

１２５

　

－



憲法が保障する「信教の自由」の無条件的性格とその実態

鷹大な数のアメリカ市民に， 不条理な強制を加えることになって， おそらく深刻な社会的不満を惹

起するであろうことは想像に難くない，

　

しかしわれわれが反対するのは， 宗教的純粋さのみに根拠をおく， すなわち神学的前提の下にお

ける

　

Ｍａｄｉｓｏｎ（そして裁判所） の絶対主義にたいしてである， この前提さえ除けば， かれの他の

所論を， 妥当なる政教分離理論 （分離を絶対的のものとせず， あくまで正しき世論に即応させるも

の） に融合することも可能である，
Ｍｕｒｒａｙ 教授もいっているように， 宗教の管轄と市民のそれと

の区別， 礼拝の自由に関して女官当局者による強制からの良心の免除， 政治的平等の原則， 宗教的

に色分けされた社会における政治的統一の合理的要請， 共通善の一般的必要， これらのものが政教

分離におけるアメリカの普遍的理論を形成し， また修正第一条の正しき前提をなす本来の材料なの

である．

　

これを要するに政教分離に関する

　

Ｅｖｅｒｓｏｎ・ＭｃＣｏｌｌｕｍ

　

原則の絶対主義は， 信 教の自由を貫ぬ

く根本理念として支持するわけにはいかない， その理由としては， まず第一に上述した史的， 政治

的ないし法的立場からの論証によって明らかであること， 第二に Ｍａｄｉｓｏｎ に よ って企てられた

「礼拝自由にたいする政教分離の手段的関係」 はすでに， 崩壊してしまったことを挙げたい． 第三

に， この絶対主義を教育の分野において強引に適用する結果は， 真の信教の自由と学童の両親が有

する自然権にたいして法律上の侵害を招くということをとくに強調したい， しかるに現実面におい

ては， 今まで宗教対教育宗教分離主義者， また国家統制主義者対大衆の利益 （ことに学童をもつ親

の利益） という互に対立してきた一連の価値の間に， かつて急迫した事態が起きたときに， いつも

連邦最高裁判所は絶対主義によって多数の利益を無視してきた．
５９）Ｍｕｒｒａｙ 教授のいわゆる 「過誤

の一世紀」 （”ａｃｅｎｔｕｒｙ ｏｆｅｒｒｏｒ’’） も， あながち極言とのみいうことばできない，

　

かれは更に附言して， 修正第一条の本来の政治理論に還れと叫び， 諸勢力の整頓線と諸価値の葛

藤が， 実質上一七九一年のばあいと異なっている現今において， 本条の実際に即した適用こそ真の

信教の自由に応ずるものであるという， しからば現実に即応した本来の自由とは， 一体何を意味す

るかという問題が残るが， これについては

　

Ｗｏｏｄｒｏｗ Ｗｉｌｓｏｎ の “Ｔｈｅ Ｎｅｗ Ｆｒｅｅｄｏｍｒｌ９１３

に， その示唆を求めることができるかとおもう， かれはそのなかで， 自由をば政府の干渉から全く

免除された概念として主張することが， 政府活動の統制によって利益を受ける他の諸権力の専制横

暴にたいして， いかに道を開いているかということを繰返し述べている， このことは， 経済の領域

だけでなく， 宗教的， また教育的分野においても立派に当てはまることである．Ｊ．Ｓ． Ｍｉｌｌ も， 国

家の宗教にも●とずく学校独占が， 両親の権利と自由に適合しないだけでなく， また一般の福祉や女

化にたいしても重大な危険となることを， つとに警告している．
６０）政府の権限による強制から完全

に兎かれるものとしての信教の自由と， 政府の宗教援助を絶対に禁止する意味の徹底的政教分離の

観念とを無理に一致させるならば， 政府は無宗教を鑑通し， 絹狭な教育宗教分離主義者のイディオ

ロギーの横暴さに道を譲ることになり， ひいては 「宗教としての民主主義」 （ｄｅｍｏｃｒａｃｙ ａｓａ

ｒｅｌｉｇｉｏｎ） という危険きわまりない神話にも通ずることになるであろう， このようなことは， 修正

第一条の文字からも， 精神からも引き出しえないにもかかわらず， 連邦最高裁判所は， あえてこの

危険を冒しているのである．

　

結局 Ｅｖｅｒｓｏｎ， ＭｃＣｏｌｌｕｍ 両事件において提供された問題の下に横たわる基本的論点は，

　

国民

が政府の正し・標準による援助によって， 実際に授権された古い憲法原理から生れた新しい信教の

自由をもつべきものか， または新進の教育宗教分離主義者のある新しい統制を甘受し， かれらが政

府の拡張された権力と結びついて， 国民を拘束するにまかせるべきか， ということである， なお具

体的には， 児童の両親と公立学校は， 子供たちの宗教教育に協力すべきか否かということであり，

【
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さらにまた児童を宗教学校で教育させる親の権利は， 政府の絶対的不介入にもとずくべきか， また
は政府の正しい規準による援助のみが与えうる完全な法律上の地位を賦与された真の自由に相応し
くあるべきかということである，

　

ともあれ， これらの問題は共通した一つの要素をもっている， それは 「国民は宗教が， どんな方

法によって自由であることを望んでいるか」６１）ということである． 連邦最高裁判所は， すでに述べ

たように一つの回答を与えた， しかしそれが決して合理的ではないということを， もはや繰り返す

必要はない，

　

Ｂ

　

イギリスにおいては， 礼拝の自由に何ら制限を設けず， また少々の例外を除いては， 今日い

かなる宗教団体に所属していようとも， それに伴なう法的差別のないのが原則である， しかしイギ

リス教会は国教として特別の地位をもち， その国家との当然のコネクションは， 信教自由思想に

たいする一疑惑として， われわれの検討を要する問題であろう， たとえば王位継承法 （Ａｃｔｏｆ

Ｓｅｔｔｌｅｍｅｎｔ） の規定の下に， 国王は国教に属していなければならないし， カトリック信者およびか

れらと婚姻した者は， 王位から絶対に排除される， またかれらは大法官 （Ｌｏｒｄｏｆ

　

Ｃｈａｎｃｅｌｌｏｒ）

またはスコットランド教会の高等弁務官 （Ｈｉｇｈ Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎｅｒｏｆｔｈｅ ＣｈｕｒｃｈｏｆＳｃｏｔｌａｎｄ） の

職には就けないといわれている．
６２）

　

国家がある宗教団体を承認するということは， 必然的にその団体と国家との間にあるていどの関

係が生じたことを示すものであろう， もっとも国教としてのイギリス教会は特別で， 別個の取扱い

を要するけれども，イギリスにおける他のあらゆる宗教団体は， 国家と何らかの関連がある限りに
おいて互に同じような立場にあると見ることができる， ただローマ・カトリック教会のみは， 一つ

の国際的な組織でありながら， ある少数の法的行為能力が与えられていないために，イギリスの憲

法学者は， 他の非国教徒団体と区別して取扱っているのが現状である，

　

さらにイギリスは， 宗教教義の本質を決定するにも強制を加えている， 有名な 「スコッ トラ ンド

自由教会対ｏｖｅｒｔｏｕｎ郷」事件（ＦｒｅｅＣｈｕｒｃｈｏｆＳｃｏｔｌａｎｄ ｖ．Ｌｏｒｄ ｏｖｅｒｔｏｕｎ．１９０４，Ａ．Ｃ．５１５）

に際し， 上院は 「宗教団体の大多数の会員といえども， その団体存立の基礎をなすごとき教義の変

更は許さない， ただし団体が， 信託違反（ｂｒｅａｃｈｏｆｔｒｕｓｔｓ） の行為によって財産所有の資格が剥

奪されるようなばあいは， この限りでない」 と宣言してこれを裏付けている，

　

スコットランドの国教は， 国家ときわめて制限された関連をもつ長老主義教会であって， その維

持は， イ ングラン ドとスコットラ ンドの間に取り交わした連合法 （ＡｃｔｏｆＵｎｉｏｎ，１７０６） の本質的

内容をなしていた， スコットランドの教会行政は， 長老会， または地方の牧師および長老とよばれ

る平信徒の代表者の集会にもとずき， その最高の立法的， 司法的母体は総会である， 総会は教会の

役員として重きをなす司会者 （Ｍｏｄｅｒａｔｏｒ）によって統轄されるほかに， 国王が任命した高等弁務

官も出席する， かれは討論に加わらないとはいうものの， 教会と国家の連関性を象徴するものとし

て総会を権威ずける役目を果している．
６３’ もっとも， アイルランドとウェールズは 国 教をもたな

い， しかしウェールズにある教会は， 婚姻法に関してイギリス教会の特権をそのまま保持している

点で， 政教分離主義とはどうしてもいえないのである．

　

イギリス教会のもつ特権のうちで， ことに婚姻法， 戴冠式および一九一九年このかた立法に関し

ては， きわめて強力な権限が認められてきた．６
４）また大僧正や僧上のような教会の主たる役員は，

聖職者議員として上院に二六の数に達するまでの議席を有し， かれらはカンタベリー大僧正から相

談を受けた内閣総理大臣の推薦で，国王から任命される． このばあい国王は副監督 （Ｄｅａｎ） および

僧会 （Ｃｈａｐｔｅｒ） にたいして， 僧正候補者指名書（ｌｅｔｔｅｒ ｍｉｓｓｉｖｅ） を添えた僧上選任許可 （ｃｏｎｇａ

ｄきｌｉｒｅ） を送達することになるが， その際， 選拳の認許は単なる形式にすぎなく， 選挙が執行され

－
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ないときは， 国王の開封勅許状 （ｌｅｔｔｅｒｓｐａｔｅｎｔ） によって任命されることになっている．
６５）

　

イギリス教会が成立してからは， その発する教令は国法の一部となり， これが適用は教会裁判所

と普通裁判所のあいだで分担されている状態である， ただし教会の立法権は国会の同意を必要条件

としている． 国会の同意なくしては， 礼拝の形式を変更することもできない． 教会の立法は教会法

（ｃａｎｏｎｓ） の形式をとり， 国王の裁可によって効力を発生するが， 事後において国会の承認を得

る必要がある． もしこの承認を経ない｛まあいは， 単に僧侶と教会の役職員たる平信徒 （たとえば教

会委員） のみを拘束するにすぎない， ともあれ国会において一般行政事項に関する立法の提案と，

教会に関するそれについて適当に論議することは， かなりの困難を伴うところから， 一九一九年に

はイ ギリス教会会議法 （ＣｈｕｒｃｈｏｆＢｎｇｌａｎｄ

　

Ａｓｓｅｍｂｌｙ

　

Ａｃｔ） の制定を見るに至り， 国民会議

（ＮａｔｉｏｎａＩ

　

Ａｓｓｅｍｂｌｙ

　

ｏｆ

　

ｔｈｅ ＣｈｕｒｃｈｏｆＥｎｇｌａｎｄ） の名の下に教会の新しい立法会議がもたれ

るようになった．
６６」たしかに国教信徒の大部分が考えていることは， 多数の非国教徒のみならず，

公然たる非キリスト教徒までも包含している現在の下院は，イギリス教会の宗教的要請に適合する

ような立法作用をなす機関としては適当でないということである， また教会の祈祷形式は国会の創

設にかかるものではないにせよ， 国会の認許を必要とし， これなくしてはいかなる変更も許されな

い， しかもその祈祷書は， 一五五八年の祈祷方式統一法によって法的強制力が与えられ， その後，

一六フ 二年と一八七二年の二回にわたって国会は祈祷書の変更を承認している．
６７）礼拝変更のため

に国王と国会の認定を必要とするのは， 国王至上権に基づくとともに Ｅ１ｉｚａｂｅｔｈ

　

女王時代に法定

された国教の本質的な部分でもある，
Ｅ１ｉｚａｂｅｔｈ 女王時代のイギリスには， 教会と国家とが対照されることもなく， 国民はすべてイギ

リス教会の信徒であったから， 両者の乳蝶とも見られるものは， 単に平信徒と僧侶との悶著にすぎ

なかった， したがって教会と国家との融合は， 国王至上権確定法 （ＡｃｔｏｆＳｕｐｒｅｍａｃｙ，１５５８） に

よって得られたというよりは， むしろ国教徒の特権を非国教徒が承認し， 平信徒の特権を僧侶が容

認したことによってもたらされたのである， 今世紀に入って教会と国家との間に起るあらゆる紛争

は， 国民会議の成立がこれを未然に防いでくれるものと， 国民の多数が期待をもっていた， すなわ

ち下院は， 国教の宗教的要求を重視すると同様に， 非国教徒団体のそれをも無視しないであろうと

いう期待と， またそれによって信教の自由は国教制度廃止の要請がなくても， 獲得できるであろう

という期待である， ところが国教の教職者会議と国民会議において， 絶対多数により可決された改

訂祈祷書が， 一九二七年とその翌年に， 国会において拒否されてしまった結果は， それらの期待が

ついに成し遂げられずに終り，

　

しかもこの拒否が， 実に国教制度廃止運動を導くに至ったのであ

る， また国教における有力な団体が， 宗教関係の立法に完全な自由を要望している一方， 国教の一

派には，国教の特権にたいする非国教徒の敵意を恐れたり， 国教がカトリック的になる傾向を憂一瞬

する向きがある， しかしこのことは， かえって国会が国家の統制を捨てて， 国教の特権維持に同意

する見込みを薄くさせているのではなかろうか．
６８）

　

それゆえ現在では国教制度が， それほど他宗派の圧迫となっているわけではない， 憲法上の直接

の保障はないにしても， 近代憲法の趨勢である信教の自由権が積極的に侵害された事例は， 少なく

とも目下のところ聞かないし， また存在しえないとおもう． ただし政教分離制度が徹底しないかぎ

り， 全き信教自由主義などありえないとするならば， あるていど制限された自由主義が，さほど病

症も感ぜずに行われているというほかはないであろう，

　

さらに現在施行されている国教主義ないし宗教公認主義を大陸諸国に求めるならば， 少数ではあ

るが各憲法において， それぞれはっきりこれを譲っているのが見られる， たとえばスウェーデン王

国憲法 （一八〇九） 第二八条は， 福音主義新教（ＥｖａｎｇｅｌｉｃａＩＬｕｔｈｅｒａｎ） を公認 し， これに国教的
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な資格を与えている， またノールウェー王国憲法（一八一四）第二， 四条においても同様の規定を

設け， 併せてイエズス会を排撃する条女の附加を忘れない．
６９）スイスに至っては， その連邦憲法第

四九， 五〇条で一応は信教の自由を認めていながら， 第五一，五二条においてイエズス会を否認す

るという矛盾をあえて冒している， これは前記ノールウェー憲法に対応するものであるうと， 露骨

に 「カトリックを除いて」 良心の自由を保障した一六九二年のマサチューセッツ法の影響であるう

と， とにかく信教の自由権にたいする一大挑戦たるを失わない， 学者はこれにたいして種々弁解的

な理論を展開し， あるいはこれを旧教そのものの否定ではないといい， あるいはこの禁止を純粋な

宗教的立場からでなく， 国家としての立場から， 政治的混乱を惹起するおそれある一宗団にたいす

るものであると弁明する， しかしイエズス会の僧団はもとより， 同会所属員の行動一切を禁止した

ことは，事実上ローマ・カトリック教の宣布を拒否したことに近く， かつて政治的危険性があった

という過去の亡霊に戦いて， 現在なおかつ世界憲法の常識を歪めている狭量さは，ＪａｍｅｓＢｒｙｃｅ

をしてかれらの政治能力とその模範的民主主義を賞讃させた国として， 余りにも相応しくない感が

する，

一方， これとは反対に一八一四年の有名なフランス欽定憲法は， その第六， 七条 においてロー

マ・カトリックを明らかに国教となし， 国庫による援助を保障している， この憲法が当時， 西欧諸

国の憲法定立に与えた功績については今さらいうまでもないが， その法形式が現行イタリア共和国

憲法 （一九四八） 第七， 八条において継受され， カトリック教を公認してこれに国教的な地位を許

しているし， 同じことがスペイ ン国民の憲章 （一九四五） 第六条においても看取される， これらは

政教分離主，義的立場からすれば甚だ遺憾ではあるけれども， すべての宗派は法律の前に平等である

ことが保障され （伊共和国憲法第八条第一項）， 何人も宗教的信条，

　

あるいは祭礼の私的勤行のゆ

えに迫害を受けない（西国民の憲章第六条第二項） ことが確約されている以上， 完全ではないにし

ろ， 信教の自由は， かなり緩やかに認められているといってよい，

　

これを要するに国教主義， 宗教公認主義は， 政教分離制度を採らなかったことにおいて， 真の意

味における自由主義とはいえないにしても， 近世の一般的趨勢である信教自由主義は，さほど歪め

られた形にはなっていないといえる． これに反して一宗団といえども， その宗教活動を厳禁するこ

とは， これに所属する者の信教の自由を完全に阻害するのであるから， ともにそのていどが問題で

あろうけれども， 少なくともこれらは， 同日をもって論ずるわけにはいかない，

Ｖ‐

　

ひるがえってわが国， 明治以後における宗教政策は， どのような変遷を経てきたであろうか， 一

般的にいって明治の新政府は， 国家政教の基礎を神祇尊崇におき， いわゆる祭政一致を唱えたとい

うことに異論はない， 明治元年一月一七日， 新政府はその職制を七科に分けて定め， 首班として神

紙科を設置したことによって， まずその意志を表明した，

　

この神紙崇敬の根本方針は， 三月一四

日， 天皇が天地神明に誓った五箇条の御誓女となって現われたことは周知の事実である． 同じく三

月一三日に， 政府は神仏判然令を公布しているが， これは 「普ク天下ノ諸神社神主綱宜祝神部ニ至

迄， 向後右神顧官附属二被仰出候間」 云々とあるように， 神道が仏教の支配を断乎排して， 神紙官

の管轄下におくという意向を示し，神道をとくに重視する国家の方針を強調したものである．
７０）さ

らに明治二年七月八日， 官制を改めて， 従来， 神祇官は太政官の一部であったのを独立せしめ， 二

官六省中の首位に位地させた， 四年八月に神紙官を神成省と改めたが， 翌年四月にはこれを廃して

教部省を設置し， 教導職を新たに設けている．
７１）これには神官や国学者ばかりでなく 仏 僧をも加

え， さらに事業の範囲を拡大して， ともに崇神崇祖の宣教に当らせたものである， これは前に述べ

－１２９

　

－



憲法が保障する「信教の自由」の無条件的性格とその実態

たように明治新政府が神仏判然令を発し， 廃仏棄釈を断行したために仏教の衰微をまねき， その結

果， 生活に苦しむ仏僧が多数輩出したので， これを救済するとともに， 神道宣布にかれらを当らせ

ようというのが政府のねらいであった， 六年一月には教導職の合議によって大教院の設置が実現し

ている．
７２）これは仏教が全く神道に屈服したことにほかならない． しかし仏僧のあいだには， もち

ろん祭政一致や大教院のやり方について不満を抱く者が多く， かれらを中心として宗教と政治との

分離を主張する風潮がようやく強くなりかけてきた， 一方， キリスト教も再興して， これにたいす

る政府の対策も幕府のそれのごとく簡単にはできなくなったし， 祭政一致にしても明治初期におい

ては， 平田篤胤系統の復古神道家の献策によったもので， 繊烈豪壮であった反面， 偏狭で無理なと

ころが多かった，

　

かくして八年四月には大教院， 一〇年一月には教部省がそれぞれ廃止されてその所管事務は内務

省に引き継がれ，７３）仏教各宗は自由に宣教することが許されるに至った， このように政治形態とし

ての祭政一致は永続きしなかったけれども， 神社に与えた数々の特権は， そのまま認められ， 神社

神道は国教として揺ぎなき地位を固めてしまった．
７４ノ

　

明治二二年二月一一日制定のわが旧憲法第二八条において， 当時すでに世界の常識となっていた

信教の自由を， 安寧秩序を妨げず， 臣民の義務に背かないかぎり認めたことは人のよく知るところ

である， 伊藤公の憲法義解にも 「蓋本心ノ自由ハ人 月勺部二存スルモノニシテ固ヨリ国法ノ干渉ス

ル区域ノ外二在り， 而シテ国教ヲ以テ１扇信ヲ強フルハ， 尤人知自然ノ発達ト学術競進ノ運歩ヲ障害

スル者ニシテ， 何レノ国モ政治上ノ威権ラ用ヰテ， 以テ教門無形ノ信念ヲ制圧セムトスルノ権利ト

機能トラ有セ
，
ザルベシ． ……故ニ内部ニ於ケル信教ノ自由ノ、完全ニシテ，．

一ノ制限ヲ受ケズ
， 而シ

テ外部二於ケル礼拝布教ノ自由ハ， 法律規則二対シテ必要ナル制限ヲ受ケザルベカラズ， 及臣民一

般ノ義務二服従セザルベカラズ． 此し憲法ノ裁定スル所ニシテ， 政教相互関係スル所ノ界城ナリ．」

とある， それにもかかわらず二三年の帝国議会開設と同時に施行された衆議院議員選挙法は， 神官

神職， 僧侶その他もろもろの宗教教師を被選挙権者から除外した， 明治憲法第二八条をもって国家

はいずれの宗教にも公平な態度をもって臨み， 差別的待遇を極力避けんとする決意を表示したこと

は， 憲法義解によっても明瞭である， しかるに衆議院議員選挙法のあらゆる宗教家を政治に関与さ

せないというあり方は， 明らかに憲法違反というのほかはない． これにたいして宗教家とくに仏教

諸派は， 公認宗教となることによって所期の目的を達しうるとなし，宗教法の制定運動を興すに至

った．
７５）政府もその必要を認め， 三二年一二月九日第一四回帝国議会に宗教法案を提出したが， 結

局， 翌年二月一七日の貴族院本会議においては， 僅少の差で否決されてしまった．
７６）その後も政府

は， 同趣旨の法案提出を目論んでみたものの， 再度の否決を慮って未提出に終ったり， あるいは提

出はしたが審議未了のまま会期を終了するなど， いずれも成功せず， その間四〇年を経てついに昭

和一四年におよび， はじめて宗教団体法案が提出されて可決をみるに至ったのである．

　

日清， 日露の両戦役は， 宗教ことに神道にたいする国民の関心を大いに高め， これを機に政府は

宗教と国家との結合を図り， 宗教をさらに権威ずけるため四五年二月， 三教 （神， 仏， 基）合同を

斡旋している． ここにおいてキリスト教も， はじめて神道， 仏教と同列に教えられるようになった

わけ・であるが， 神道の国教としての地位， 仏教と皇族との特殊関係よりみて明治憲法の第二八条

は， やはり名目上に止まるの感が強かった． たとえば三三年四月には， 内務省に神社局と宗教局を

おき， 前者を終戦まで内務省五局中の首位に列している， また一方， 政府は， 明治の末期から大正

の初期にかけて地方自治体の強化を図り， その教化施設の中心として神社を重視した． すなわち青

少年の教育， 農事実習， 娯楽の善導， 醇風美俗の作興， 年中行事などは， すべて神社を中核として

行われたことに注目すべきである， またこれと前後して三九年には府県郷村社にたいし， 地方自治

－
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団体から神鱗幣吊料を供進すべき勅令が出ている， このような事実は， いずれも神社の特殊的地位
と， したがって明治憲法第二八条の名目説を裏書きする以外の何ものでもない，

　

元来， 教派神道一三派は， 終戦まで宗教団体法による統制を受けたが， 神社神道はこの適用を受
けず， 神社は国の宗祇であるとして神官， 神職をそれぞれ官吏， 官吏特選者とした．

７７）政府は神社

神道が宗教でないことを言明し， 国民はその宗教のいかんにかかわらず， 神社にたいする崇敬を強
制されたものである， しかし宗教である教派神道と， 宗教でない神社神道との間には本質的な区別

を見出し難く， あってもきわめて僅少な差別があるにすぎないから， 政府の言明は決して妥当では

なかった．７８）あるいは宗教を個人的宗教と国民的宗教とに分け， 神社神道を後者におこうとする説

もかつては有力であったが， それは明らかに宗教の本質を無視した論というべきであろう，

　

宗教法制定については， 大正五年頃から教派神道， ことに大社教， 金光教， 天理教などが協議し

て要望条項を政府に提出し， また仏教各宗でも， 寺院境内地還附問題と関連Ｌて宗教法制定委員を

設け， それぞれ研究していた， 大正一五年に至り， 政府は宗教制度調査会官制 （大正一五年五月，
勅令第÷－六号） を公布して数十名の委員を委嘱し， 委員会では， 次期議会において神社法を制定

する旨を約している， この調査会の諮問にもとずいて， 昭和二年より数回にわたり宗教法案を議会

に提出したがいずれも信教の自由に抵触するという反対論がおこり， 審議未了のまま会期を終って
いる．

７９）ところが昭和一四年一月， 時局いよいよ急迫をつげ， 挙国一致体制の施策上政府は四たび

宗教団体法案を議会に提出， 三月二三日衆議院本会議においてついに可決をみるに至り， ここに明

治三二年以来四〇年の懸案であった宗教団体法が成立したのであった，

　

本法適用の対象である宗教団体と宗教結社のうち， 前者は神道各派， 仏教宗派およびキリスト教

その他の教団ならびに寺院および教会をいい， 後者は前者以外で宗教の教義の宣布および儀式の執

行をなす結社をいうとあるから， 当然神社神道は， その適用を受けないわけである， これはあくま

で神社神道を宗教と考えてはいけないという当時の強い思潮の現われであろうが， 実質上は国教と

して認めていたことに疑いはない． たとえば昭和一五年一一月， 神祇院が内務省の外局として新設

された事実である， その任務は， 特別官街として国家の祭ネ己を司り， 併せて全国の神社行政を総管
するにあったことによって明らかであろう，

　

また宗教団体法そのものにしても， その目的の一つは宗教行政の強化にあるから， 宗教にたいす

るこのような国家監督は， 真の信教の自由という観念から逸脱しているといわざるをえない，

　

ポッダム宣言の無条件受諾は， その第一○項後段の約束が， 一九四五年一二月－五日の 「国家神

道にたいする政府の保障， 支援， 保全， 監督および弘布の廃止に関する覚書」 となって現われた，
これにもとずいて同年， 勅令第七一九号による宗教法人令を公布し， 翌年の改正によって神社も他

の宗教と同じ私法人としてしまった， やがて新憲法が発表され， それにもとずき昭和二六年法律第

一二六号の宗教法人法が施行されるにおよんで， あらゆる宗教団体が礼拝の施設その他の財産を所

有し， これを維持運用し， その他その目的達成のための業務および事業の運営に資するため， 宗教

団体に法律上の能力授与を約して， 信教の自由を国政上尊重する決意を被羅するに至った， もっと

も宗教法人を設立するばあいは， その規則について所轄庁の認証を受けなければならない （第一二

条） が， 宗教法人でなくても， その宗教結社の自由な宗教活動は何ら妨げないから， このような行

政庁の監督は， 決 して宗教上の自由を侵害したことにならない．
８０）

一方， 宗教教育に関しては， 教育基本法第九条によってこれに答えている， この今までみられな

かった広く暖かい教育的見地に立つ宗教観は， 憲法第二〇条を適正に敷街し， しかも女明国憲法の

正しい傾向を示唆するに足るといえるもので， この規定の示す 「好意的中立」 の立場こそ， 信教の

自由にたいする国家の拠点でなければならぬ．
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まえにも触れたとおり， 明治憲法廃止直前までのわが国の神社神道は， 国民道徳の拠りどころで

あった反面， その宗教としての性格も否定できなかったという， いわば双面性をそなえたものであ

った， しかし神社としての本質を， どちらかと・いえばむしろ国民道徳的性格の方においたことは，

あらゆる事情より容易に村度できるとおもう．
８１）ただ国民道徳的色彩がいかに濃厚であったにもせ

よ， 神社自体の宗教色を払拭しきれなかったところに問題があるのである，

　

明治政府は， 一貫して神社の非宗教性をその本質と考えていたからこそ， 国民道徳を高揚する目

的の下に，

　

国民各自の良心の自由を抑制してまで， 神社参拝やその行事参加を強制したのであろ

う， つまり明治憲法下の政府は， 国民として祖先を崇敬し， またその属する共同社会たる国家の支

柱となった人々の霊をとくに尊敬するのは， 国民道徳的義務にもとずくという立場を堅持していた

ことは疑いない． いささかでも神社の宗教性を認めていたとするならば， それら良心の抑制は明ら

かに明治憲法第二八条違反となるからである，

　

しかし果して当時， その非宗教性を納得しえたであろうか疑問なきをえない， 昭和五年政府が神

社制度調査会を設けたとき， キリスト教連盟の提出した進言書や， 真宗諸派の発表した声明書８のに

よるまでもなく， 神社神道と教派神道との混清が免かれないこと， また神社の祭花祭式が宗教的内

容を多分に有し， そうして神札護符を授与したり， 葬儀を執行していることなどから推して，神社

神道が宗教的存在であるということは， もはや動かせない事実である， まして前記， 神社制度調査

会にたいする東京府神職総代が 「之を宗教行為と称して可なり」 といって・いることは， それをいっ

そうはっきりさせている， この宗教的性格は， 国家の附与したものでなく， 自然発生的なものであ

っても， 双面性を意識しながら， あえて国家的特権を与えた明治政府のやり方は， 明らかに信教の

自由を無視したものであった．
８３）したがって宗教団体法 （昭和一四年四月八日法律第七七号） が神

社を宗教団体のなかに入れなかったのは， 清宮博士のいわれるように， 国教を否認する明治憲法第

二八条違反であるといって何ら差し支えないわけである，

　

国教的宗教と個人的宗教とを併せて信仰できる人々には憲法違反の疑問も起らないが， 「わが礼

拝するものは一にして， 二あることなし」 という， どちらかといえば超国家的な宗教をもっている

人々には， 重大問題たるを失わない， かかる人々にこそ信教の自由がと
，
くに保障されるべきではな

かろうか，

　

この自由は敗戦後， 占領政策に便乗して事新しく説かれたのではなく， すでに少数の学者その他

の有識者の抱いていた信教の不自由にたいする不満が， 当時は， 公式に述べられるほどの身分保障

が得られなかったから説かれなかっただけのことである． ゆえに明治憲法の下において信教の自由

は， まことに不十分な存在であったという結論は決して誤りでない，

ＶＩＩ

宗教は本来， 国家以前のものである， また多くは超国家的な存在であることも否定できない， 信

教の自由は， 基本的人権として国家が与えたものに違いないが， これが自然権としてその永久性を

調うのが近代憲法の常識であるとするならば，８４）少なくとも根本的に社会を覆滅するような革命で

も起きないかぎり， 国家はこの自由を奪う権利を有しないはずである， 国家はしたがって， これに

たいしてきわめて制限された監督権をもつに止まり， いやしくも公共の福祉を理由に便宜主義的解

釈を施して，

　

この自由を制限するような態度は厳に戒むべきことに属する， むしろ宗教に関して

は， 絶対的自由権を認めるのが正しく， いかなる形をもってしても， 国家権力による制限ないし圧
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迫は許されないのが自然である， 官憲の窓意が， もし宗教に介入することになれば， その結果， 信

教の自由は遠からず危機に晒される運命にあるものと覚悟する必要があろう， 結局， 宗教的信仰は

国民の良識にまつべきものであって， 他のいかなる容咳も排除しなくてはならないというのが， 過

去いく多の苦い経験の後にようやくたどりついた近代憲法の一大帰結でもあった，

わが憲法が， 明治憲法第二八条における制限をすべて撤廃したのは， この趣旨に即応したものと

一応は考えられるが，

　

これについて二つの疑問が起らざるをえない，

　

まず第－に， 憲法第二〇条

は， 果して信教の無条件的自由を表明したものかということであり， 第二に， 同条第一項後段， 第

三項および第八九条に規定する政教分離主義は， 宗教そのものを尊重する態度を根底におく中立主

義を意味するのか， あるいはまた宗教自体に冷淡なあまりの不干渉を宣言した， いわば反宗教的態

度による不介入の表明かどうかということである，

　

（ｉ） 第一の問題については， 本条における信教の自由をして， 法律をもってしても制限しえな

い絶対的自由権の意に解したいとおもう， 宗教は， 往々にして個人的利害を超越し， 死さえもこれ

を阻止できなかった多くの事実をわれわれは知っている， それゆえ， 国家が法律によって個人の信

仰を制することのいかに徒労であるかは， 歴史的経験に徴して明らかなはずである， 些細な制限で

も， そこに必然的な感情のもつれを生じ， それが次第に複雑になって， ついにはモップ化するに至

ること，股鑑遠からずであろう． まして現在， 世界の代表的な宗教のなかにも， かつては邪教とい

う名の下に葬り去られようとした数多の事例を想起するとき， ある特定の宗教を異端邪説なりとし

て， 国家がこれを制限ないし廃止しようとするがごときは， いかに公共の福祉違反を理由としても

危険きわまりないことである， 今さらキリスト教が明治の初期まで邪教視されていたことを引き合

いに出す必要もない，

　

もっともそれは，
・個々の宗教的行事または行為が違法であるばあいの取締までをも否定する意味

では決してないのである， たとえば病人にたいする半ば強制的な祈祷符呪，ｒ神符神水の施与など

が， 薬事法， 医師法その他に違反するようなばあい， これらを厳重に取締ることは， 何ら信教の自

由を制限するものではない， むしろそれは， 真の自由を正しく把握するように国民を啓蒙する絶好

の手段となるであろう， もちろん真正の宗教か擬似宗教であるかの決定権は国家にはなく， それは

全く個人の理性にもとずく判断にまかせるべき問題であることはいうまでもない， ただ， 国民の自

由意志によって得た宗教に起因する個々の行為の違法性を国家が指摘することは， 具体的な行為に

ついて， 治安の維持や公衆衛生などの見地からなされる措置であって， 信教の自由とは全く無関係

であるといいたいのである，

　

つまり本条第一項前段の 「自由」 に求むるものは， 宗 教にたいする国家権力の介在を絶対に許

さない， 完全な自由権の確立でなければならぬ， かつての警察犯処罰令第二条第一七， 一八号のご

とき規定が， 現在の軽犯罪法では除かれているのも， この完全な自由を認めた一証左とみて差し支

えなかろう， ベルギー王国憲法第一四条の 「信教の自由， それを公開して行う自由は， すべての事

項について意見を表明することの自由とともに保障される， ただし， これらの自由権の行使の際に

犯される犯罪は処罰される」 という規定は， 上述の傾向を正に裏書きした条女として， もって他山

の石とすべきではなかろうか，

　

（ｉｉ） 第二の問題に関していえることは， 明治憲法では果せなかった政教分離が， はじめて強く

主張されるようになったけれども， それは決して国家の反宗教的態度から出たものではなく， あく

までも宗教そのものにたいする国家の深い愛情と理解にもとずく政教分離であるという

　

こと であ

る， 一般的にいって，国家が国民の宗教に関する理解や情操を深めることを教育の基本方針とする

ことと， 信教の自由とは何ら矛盾しないばかりか， 真の信教自由主義の実際に即した基盤を醸成す
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る．ためには， むしろそれが必要なのである， 教育基本法第九条第一項の 「宗教に関する寛容な態度

および宗教の社会生活における地位は， 教育上これを尊重しなければならない」 の趣旨もまたそこ

にあるであろう， それゆえ憲法第二〇条第一項後段， 第二， 三項および第八九条の示す 「宗教」 な

る字句は， 教育基本法第九条第二項に対応して，

　

これを 「特定宗教」 の意に解しなければならな

い， そうしてこそ， はじめて宗教全般にたいする寛容と尊重の精神が生きてくるので， 国家が宗教

に関するあらゆる支援， 助力を拒否することによって， その反宗教的態度を表明しているように受

け取られてはならないことである． 一九四六年のユーゴスラヴィア連 邦人民共和国憲法第二五条

に， 国家●が宗教団体にたいして援助しうると明言しているのも， この意味からいって信教の自由に

反するどころかむしろ積極的に宗教全般を保護することによって， 真の自由を楽しむ機会を国民に

与えたものといえよう．

　

またこのことは， 単に国家が信徒の側にのみ与えた自由に止まらず， 各宗教， 宗派間の完全な平

等と自由とが保障されていなければ意味をなさない， すなわち国家があらゆる宗教を平等に取り扱

うという前提の下における各宗団の自由こそ， 信教自由主義の一大要素でなければならぬ， おもう

に ”Ｆｒｅｅｄｏｍ ｏｆ Ｒｅｌｉｇｉｏｎ
” と “Ｆｒｅｅｄｏｍ ｏｆ Ｃｏｎｓｃｉｅｎｃｅ“ の示す微妙なニュアンスも， またそ

こにあるのではあるまいか，

　

ともあれ， このように宗教についての積極的な思想が，
Ｆｒａｎｋｆｕｒｔｅｒ，Ｂ１ａｃｋ その他の判事や，

Ｍｕｒｒａｙ 教授などによって， アメリカ連邦の支配的傾向にまで押し上げられ， それが少なくとも自

由主義社会における憲法の常識となりつつあることは肯定してよいとおもう， 現在わが国の憲法に

よって保障されている信教の自由は， 正にこの線に沿うように解しなければならないし，現に判例

は大体その方向を示しているといっても差し支えない， それは， かつての軍閥政府が， 宗教をば国

民精神昂揚の手段として利用しながら， ついに 敗戦にまで導いてくれたあのわれわれの苦い経験

が， 真の自由確認について識者を覚醒させたからである， アメリカのように， 建国の歴史からいっ

ても， 完全な信教の自由を堅持すべき国にして， なお大統領たる人物はプロテスタントでなければ

ならないというような原則的慣習があるのに比べ， 現在のわが国こそ世界文明国のなかで， もっと

も信教の自由な国であるといっても， それは決して理由のないことではない， ただ宮沢博士もいわ

れているように， せっかく獲得したこの自由を， 再び鉄鎖で繋ぎ止めようとする 「神々の復活」８５Ｊ

を不断の努力によって警戒しなければならないことだけは確かである，
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’’１９５５，ｏｘｆｏｒｄ，ｐｐ．１２４．

　　

．法学協会； 「註解日本国憲法」上巻，１９５７，有斐閣，４０８～４０９頁．
１３） Ｂｕｒｄｅｔｔｅ ｃ．ＰＯ１ａｎｄ： ”Ｆｒｅｎｃｈ Ｐｒｏｔｅｓｔａｎｔｉｓｍ ａｎｄｔｈｅ Ｆｒｅｎｃｈ Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ，Ａ ｓｆｚメタ 勿 Ｃた”“た

　　　

α”ｄ ｓｆｑｚｅ， ｒ乃ｏ“ｇたＺ の２ｄ 只メメｇ知れ，１６８５～１８１５，
“１９５７，Ｐｒｉｎｃｅｔｏｎ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｐｒｅｓｓ，ＰＰ．２０～２６．

１４） 言ｂｉｄ・，ＰＰ・１４１ｅｔａｌ・
１５） ｃｆ．奮わ〆ｄ・，ＰＰ・１９８～２０１・
１６） まあｉｄ・， ＰＰ．２６４・

１７） 水木惣太郎： 前出，５９３～５９４頁，
１８） Ｊｏｈｎ Ａ．Ｈａｗｇｏｏｄ： ”Ｍｏｄｅｒｎ Ｃｏｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｓｓｉｎｃｅ１７８７，

“１９３９， Ｍａｃｍｉｌｌａｎ，ｐｐ．２１１．
１９） Ｔａｗｎｅｙ： “Ｒｅｌｉｇｉｏｎａｎｄｔｈｅ Ｃａｐｉｔａｌｉｓｍ，

“１９３８，Ｐｅｌｉｃａｎ Ｂｏｏｋ，ｐｐ．１０５．
２０） Ｇｅｏｒｇｅ Ｍａｃａｕｌａｙ Ｔｒｅｖｅｌｙａｎ： ”ＨｉｓｔｏｒｙｏｆＲｎｇｌａｎｄ，

”１９２６，Ｌｏｎｇｎ１ａｎｓ，Ｐｐ．３６２行．
２１） Ｔｈｏｍａｓｃａｒｌｙｌｅ：

　

”ｃｒｏｍｗｅｌｌ’ｓＬｅｔｔｅｒｓａｎｄ ｓｐｅｅｃｈｅｓ，
“１９２０， Ｃｈａｐｍａｎ

　

＆

　

Ｈａｌｌ， ｖｏｌ． 皿，ＰＰ．

　　　

１４０．

２２） する溺．，Ｐｐ．１９０・
２３） 山本忠雄： 「英国民と清教主義」１９４３，京極書店，１０４頁，
２４） Ｇ． Ｍ．Ｔｒｅｖｅｌｙａｎ：

　

ｏｐ．ｃｉｔ．，ｐｐ．４５１．
２５） Ｆ．Ｗ‐メートランド（高田勇道訳）：

　

「英国憲法史」１９４３，明玄書房，９２５～６２６頁．

　　　

Ａ．Ｖ．Ｄｉｃｅｙ：

　

′‘Ｌｅｃｔｕｒｅｓ

　

ｏｎ

　

ｔｈｅ

　

ｒｅｌａｔｉｏｎ

　

ｂｅｔｗｅｅｎ

　

Ｌａｗ

　

ａｎｄ

　

Ｐｕｂｌｉｃ

　

ｏｐｉｎｉｏｎ

　

ｉｎ Ｅｎｇｌａｎｄ

　

ｄｕｒｉｎｇ

　　　

ｔｈｅ

　

ｌ９ｔｈ

　

ｃｅｎｔｕｒｙ，
”１９４８，Ｎ１ａｃｌｎｉｌｌａｎ，ｐｐ．７７～７８．

２６ｒ） Ｆ． Ｗ． メー トランド： 前出，６２６～６３１頁．
２７） 水木惣太郎： 前日ｉ，５８６頁．
２８） Ａ．ラトレイユ，Ａ．ジグフリード（仙台政夫， 波木居斉二訳） ：

　

「国家と宗教」 －ーカトリシスム

　　

とプロテスタンティスム－－１９５８， 岩波現代叢書，４～５頁．
２９） 河原唆一郎：

　

「言論及び出版の自由」１９５７， 有斐閣，１２頁，
３０） ＣａｒＩ

　

Ｂｒｅｎｔ

　

ｓｗｉｓｈｅｒ ：

　

”ＡｍｅｒｉｃａＩＩ

　

Ｃｏｎｓｔｉｔｕ［ｉｏｎａＩ

　

Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ，
“

　

２ｎｄ

　

ｅｄ．，１９５４，
．Ｈｏｕｇｈｔｏｎ

　　　

Ｎ１ｉｆｉｉｉｎ

　

Ｃｏ．，ｐｐ．１０２８～１０２９；

　

Ｎ１ｉｌｔｏｎ

　

Ｒ．Ｋｏｎｖｉｔｚ： “ＴｈｅＣｏｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ

　

ａｎｄ

　

ＣｉｖｉＩ

　

Ｒｉｇｈｔｓ”１９５４，

　　　

Ｃｏｌｕｍｂｉａ

　

Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｐｒｅｓｓ，ｐｐ．７０．
３１） 河原唆一郎： 前出，７７頁．
３２） Ｃ．Ｂ．ｓｗｉｓｈｅｒ：

　

ｏｐ．ｃｉｔ．，ｐｐ．８０３．
３３） 河原峻一郎： 前出 ７９～８０頁．
３４） 同上，９３頁； ｃｆ

　

Ｍ．Ｒ．Ｋｏｎｖｉｔｚ： ｏｐ．ｃｉｔ．，ｐｐ．２１９～２２０二

３５） ＲｏｂｅｒｔＧ． ＭＣＣーｏｓｋｅｙ（ｅｄ．）： ”ＥｓｓａｙｓｉｎＣｏｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎａＩＬａｗ“１９５７．Ａ１ｆｒｅｄ Ａ．Ｋｎｏｐｆ，ｐｐ．１５７．
３６） 河原唆一郎：

　

前出，１７４頁； Ｃ，Ｂ．ｓｗｉｓｈｅｒ： ｏｐ．ｃｉｔ．，ｐｐ．１０２８．
３７） 同上， １７７～１７８頁．
３８） 同上， １８５～１８６頁 ； Ｍ． Ｒ．Ｋｏｎｖｉｔｚ： ｏｐ．ｃｉｔ．， ｐｐ．３９～４１； Ｂｅｒｎａｒｄ

　

Ｓｃｈｗａｒｔｚ： ”Ａｍｅｒｉｃａｎ

　　　

Ｃｏｎｓｔｉｔｕｔｉｏｉ１ａＩ

　

Ｌａｗ，
”１９５５，Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ

　

ａｔ

　

ｔｈｅ

　

ＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙＰｒｅｓｓ，ｐｐ．２１９～２２０．
３９） Ｍ．Ｒ．Ｋｏｎｖｉｔｚ： ｏＰ．ｃｉｔ．，ＰＰ．３０仔．
４０） Ｒ，Ｇ． ＭＣＣ１ｏｓｋｅｙ： ｏｐ．ｃｉｔりｐｐ，３８９，
４１） 河原唆一郎： 前出，１９２～１９５頁； Ｂ．Ｓｃｈｗａｒｔｚ： ｏｐ．ｃｉｔ．，ｐｐ．２４７～２４９．
４２） Ｃ．Ｂ．ｓｗｉｓｈｅｒ：

　

ｏＰ．ｃｉｔ．，ＰＰ．１０２８任．
４３） Ｒ，．Ｇ． ＭＣＣ１ｏｓｋｅｙ：

　

ｏｐ．ｃｉｔりｐＰ．３６１～３６２： Ｃ．Ｂ．ｓｗｉｓｈｅｒ： ｏＰ．ｃｉｔリ１０２８行．
４４） Ｖ， Ｗ，Ｒｏｔｎｅｍ ＆Ｆ，Ｇ，Ｆｏｌｓｏｎ，Ｊｒ，： ‘‘ＲｅｃｅｎｔＲｅｓｔｒｉｃｔｉｏｎｓ Ｕｐｏｎ ＲｅｌｉｇｉｏｕｓＬｉｂｅｒｔｙ，

“ △粥ｅｒ”””

　　

Ｐｏ′”〆Ｇｄ ｓｃ”“” ＲＢりすｅｗ，ｖｏｌ．ｘｘｘｖｉ（Ｄｅｃ，１９４２）ｐｐ．１０５３～１０６８，ｃｉｔｅｄｉｎ

　

Ｃ． Ｂ．ｓｗｉｓｈｅｒ’ｓｏｐ．

　　　

ｃｉｔ．，ｐｐ．１０２７～１０２８；

　

Ｒ．Ｇ．Ｎ１ｃＣ１ｏｓｋｅｙ：

　

ｏｐ．ｃｉｔ．，ｐし．３３７．
４５） Ｆｒａｎｃｉｓ Ｇｒａｈａｍ 研Ｊｉｌｓｏｎ：

　

”ＴｈｅＡｍｅｒｉｃａｎ ＰｏｌｉｔｉｃａＩ Ｍｉｎｄ．
“１９４９， ＭＣＧｒａｗ‐ＨｉｌＩＢｏｏｋ Ｃｏ．，ｌｎｃ．，

　　　

ｐｐ．１６４～１６５；

　

ｖｖｉｌｌｉａｍ

　

Ｈａｌーｅｒ： ‘‘
．
Ｌｉｂｅｒｔｙ

　

ａｎｄ

　

Ｒｅｆｏｒーｍａｔｉｏｎｉｎｔｈｅ

　

Ｐｕｒｉｔａｎ

　

Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ，
“１９５５，

　　　

Ｃｏｌｕｍｂｉａ

　

Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ

　

Ｐｒｅｓｓ，ｐｐ．１２９．
４６） 現在でも神， キリストあるいは聖書， またはイギリス国教の儀式を軽蔑， 朝罵し， 下卑た笑の種にす

　　

るような事項を含む出版物は， すべて冒漬罪を構成するといわれている． ただしその出版物が上品な

　　

慎みのある言葉で表現されている０まあいは， キリスト教に敵対する言辞を弄したり， または神の存在

　　

を否定するような書物を刊行しても冒涜とはならない． （ｏ．Ｈｏｏｄ

　

Ｐｈｉｌｌｉｐｓ

　

＆

　

Ｇ． ＥＩ１ｅｎｂｏｇｅｎ：

　　　

‘・Ｔｈｅ

　

ＣｏｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎａＩ

　

Ｌａｗ

　

ｏｆ

　

Ｇｒｅａｔ

　

Ｂｒｉｔａｉｎ

　

ａｎｄ

　

ｔｈｅ

　

Ｃｏｍｍｏｎｗｅａｌｔｈ，
“１９５２， ｓｗｅｅｔ

　

＆

　

Ｍ［ａｘｗｅｌｌ

－ １３５

　

－



憲法が保障する「信教の自由」の無条件的性格とその実態

　　

ｌｔｄリｐｐ，５６６），

４７） Ａーｆｒｅｄ Ｄｅｎｎｉｎｇ： ”Ｆｒｅｅｄｏｍ ｕｎｄｅｒｔｈｅＬａｗ，
“１９４９，Ｓｔｅｖｅｎｓ＆ ｓｏｎｓｌｔｄリｐｐ，４６～４７，

４８） ”Ｔｈｅｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔｉｓｎｏｔｆｏｒｔｈｅｐｕｒｐｏｓｅｏｆ ｍａｋｉｎｇｔｈｅＣｈｕｒｃｈｐｏｌｉｔｉｃａｌ，ｂｕｔｆｏｒｔｈｅｐｕｒｐｏｓｅ

　　　

ｏｆ ｍａｋｉｎｇｔｌ・ｅｓｔａｔｅｒｅｌｉｇｉｏｕｓ．
′’（Ａ．Ｄｅｎｎｉｎｇ： ｏｐ．ｃｉｔ．，ｐｐ．４８）．

４９） Ｊ．Ｍｅｓｓｎｅｒ： ”ｓｏｃｉａＩＢｔｈｉｃｓ，Ｍｑ”″〆 乙α卸ｉ“Ｚ彰 Ｍｏｄｅγ７ｚ ｗｏ“〆，
“ｔｒａｎｓ．ｂｙＦ．Ｄｏｈｅｒｔｙ．１９５２，

　　　

Ｂ．Ｈｅｒｄｅｒ

　

Ｂｏｏｋ

　

Ｃｏ．，ｐｐ．６１０．

５０） Ｒ．Ｇ． ＭｃＣ１ｏｓｋｅｙ： ｏｐ．ｃｉｔ．，ｐｐ，３１０．

５１） する舛・，Ｐｐ．３１１，３１３～３１４．

５２） する言α・，ｐｐ・３１７・
５３） 本来， 有限的存在である人間が， 普遍的なものを作出できる， それ自体が矛盾ではないだろうか． と

　　　

いうことは， 裏からいえば何人も他人にたいして， これこそは客観的真理であるとして強制しうるよ

　　　

うな法原則の樹立など不可能であることを意味する， 「自然法さえ不変でありえない」 とは， すでに

　　　

中世の碩学 ＴｈｏｍａｓＡｑｕｉｎａｓ の説いたところである， まして実定法が社会的に発展成長する勢いを

　　　

阻止できるわけがない，（国家学会編：

　

「新憲法の研究」１９４７，有斐閣，７９頁；

　

ＤｉｎｏＢｉｇｏｎｇｌａｒｌ：

　　　

‘‘Ｔｈｅ

　

Ｐｏｌｉｔｉｃａー

　

ｌｄｅａｓ

　

ｏｆ

　

ｓｔ． Ｔｈｏｍａｓ

　

Ａｑｕｉｎａｓ，
“

　

１９５３， Ｈａｆｎｅｒ

　

Ｐｕｂ．Ｃｏ．′

　

Ｎ．Ｙ．，ｐｐ．５１～５２；

　　　

ＫａｒＩＫｒｅｉｌｋａｍｐ； ‘‘Ｔｈｅ

　

ＭｅｔａＰｈｙｓｉｃａＩＦｏｕｎｄａｔｉｏｎｓｏｆ

　

Ｔｈｏｍｉｓｔｉｃ

　

ＪｕｒｉｓＰｒｕｄｅｎｃｅ，
“

　

１９３９， Ｔｈｅ

　　　　

Ｃａｔｈｏｌｉｃ ＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＡｍｅｒｉｃａ Ｐｒｅｓｓ，ｐｐ．６０～６１）

５４） Ｒ，Ｇ， Ｍｃｃｌｏｓｌ（ｅｙ；ｏｐ，ｃｉｔりｐｐ，３１８，

５５） するすめ ｐｐ．３２４～３２５．

５６） ′Ｄｉｄ．．Ｐｐ．３２７・

５７） すべてのプロテスタントがそうであるとは限らない． たとえばかれらのうちの一人である

　

Ｆ．Ｅｒｎｅｓｔ

　　　

Ｊｏｈｎｓｏｎ 博士が Ｅｖｅｒｓｏｎ 事件において 「少数意見の極端な教育宗教分離主義」 といったことで， ほ

　　　

とんどのプロテスタント思想家を揮贈させた事実がある，ぐ‘Ｃｈｕｒｃｈ，ｓｃｈｏｏｌａｎｄ ＳｕｐｒｅｍｅＣｏｕｒｔ，
”

　　　

ｉｎ １７ 尺８”ｇｉｏれ 初 夏元，１９４８，ｐｐ．４８３～４８４）．

５８） Ｒ．Ｇ． ＭｃＣ１ｏｓｋｅｙ： ｏｐ．ｃｉｔ．，ｐｐ．３４０～３４２．

５９） 言ｂｉｄ・，ＰＰ．３４０～３４１．
６０） Ｊ． Ｍｅｓｓｎｅｒ：

　

ｏｐ．ｃｉｔ．，ｐｐ．６０３．
６１） Ｒ．Ｇ． ＭｃＣ１ｏｓｋｅｙ： ｏｐ．ｃｉｔ．，ｐｐ．３４０～３４２．

６２） Ｅ．Ｃ．ｓ．Ｗａｄｅ＆ Ｇ．Ｇｏｄｆｒｅｙｐｈｉｌｌｉｐｓ：”ＣｏｎｓｔｉｔＬｔｔｉｏｎａＩＬａｗ，
“４ｔｈｅｄ．，１９５０，Ｌｏｎｇｍａｎｓ，Ｇｒｅｅｎ

　　　　

＆

　

Ｃｏ、，ｐｐ，．４８５．

　　　

このほかカトリック教徒は， イングランドの大臣， アイルランド総督にもなれない， ただ一八六七年

　　　

の制定法 （３０ａｎｄ３１ｖｉｃ．７５） によって， アイルランドの大臣になれるようになった．
６３） 省ｂｉｄ．，ｐｐ・４８６； Ｗｉｌｌｉａｍ Ｒ・Ａｎｓｏｎ： ‘‘Ｔｈｅ Ｌａｗ

　

ａｎｄ Ｃｕｓｔｏｍ

　

ｏｆ

　

ｔｈｅ

　

ｃ。ｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ’
’’ｖｏｌ・ Ｌ

　　　

Ｐａｒｔ

　

４ｔｈｅｄ・ｂｙ Ａ．Ｂ・Ｋｅｉｔｈ，１９３５，ｏｘｆｏｒｄ，ＰＰ．２７３～２７４・

６４）
・

ｃメ Ｗａｄｅ＆ Ｐｈｉｌｌｉｐｓ： ｏｐ．ｃｉｔりｐｐ．８２～８３； Ｆ． Ｗ． メートラン ド： 前田，６２３Ｙ６２４頁，
６５） Ｗａｄｅ ＆ Ｐｈｉ１１ｉｐｓ： ｏｐ．ぐｉ亡．，ｐｐ．４８６～４８７．

６６） Ｌ．Ｓ．Ａｍｅｒｙ： “ＴｈｏｕｇｈｔｓｏｎｔｈｅＣｏｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ，
“１９５３，２ｎｄｅｄ．，ｏｘｆｏｒｄ

　

Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ

　

Ｐｒｅｓｓ，ｐｐ．

　　　　

６６～６７；

　

ＶＶ．Ｒ．Ａｎｓｏｎ：

　

ｏｐ．ｃｉｔ．，ｐｐ．２６２．

６７） Ｆ‘Ｗ．メ←トラソ ド：

　

前出，６２１頁 ； Ｄ．Ｃｈａｌｍｅｒｓ ＆ Ｃ．Ａｓｑｕｉｔｈ： ‘‘ｏｕｔｌｉｎｅ。ｆＣ。ｎｓｔｉｔＬ１ｔｉ。ｎａＩ

　　　　

Ｌａｗ，
“２り窮み 入看ｏｚｅｏ？ｚＬｅｇ口Ｚ 方ＳＺ０γｙ，１９２２，ｓｗｅｅｔ ＆

　

Ｍａｘｗｅｌｌ，ｌｔｄ．，ｐｐ．１３１．

６８） Ｗａｄｅ＆ Ｐｈｉｌｌｉｐｓ： ｏｐ．ｃｉｔ．，ｐｐ．４８８～４８９．

６９） イエズス会は， すでに一七五九年ポルトガルで， 一七六四年フランスで， 一七六七年スペイン， ナポ

　　　

リおよびシシリーで， そして一七七三年にはローマ法皇

　

Ｃ１ｅｍｅｎｓ×ＩＶ

　

によって禁止された事実が

　　　

あるが， 一八一四年には ＰｉｕｓＶＩ工がこれを復活し， 従来の極端な排他性と政治的策謀のゆえに受け

　　　

た非難も払拭せられ， 年とともにその勢力を増して今日に至っている， （ｃｆ

　

Ｇｅｏｒｇｅ

　

Ｈ．Ｓａｂｉｎｅ：

　　　

”Ａ ＨｉｓｔｏｒｙｏｆＰｏｌｉｔｉｃａＩＴｈｅｏｒｙｒ １９５０，ｒｅｖ，ｅｄ，，Ｈｅｎｒｙ Ｈｏｌｔ＆ Ｃｏりｐｐ，３８５～３９・），

７０） ね隣町官達

　

明治元年三月

　

仏像ヲ以テ

　

神体ト致シ候

　

神社ノ・以来相改可申事

　

附本地ナトト１慢エ仏

　

・

　

像ヲ社前二懸ヶ或ノ・鰐口牝鐘仏具等ノ類差置候分ノ、早々坂除可申事

　　　　

また明治七年一一月一八日教部布達第四号をもって各府県にたいし「僧侶神葬祭兼行の儀願出聞厨

　　　

置候向モ有之候処詮議ノ次第有之今後不相成候条此旨寺院へ布達スヘキ事」 として僧侶の神葬祭の兼

　　

行を禁じている，
７１） 明治五年四月三〇日布告第一四〇号をもって教部省を置き， 神宮を同省の管轄としている． 同年八月

　　　

八日布告第二二〇号 「自今神官ノ輩総テ教導賑ニ補ス」 は一五年内務省乙七号を以て兼補が廃止され

　　　

た， また教導職それ自体も， 一七年八月一一日太政官布達第一九号をもって廃止されている．

　

７２） 明治六年一月二〇日教部達第二号をもって「葦下二大教院ヲ建ツルラ許ス」 旨公布せられた，

－

　

１３６

　

－



高

　　

坂

　　

直

　　

之

７３） 布告第四号（節略） 明治一〇年一月一一日， 教部省被廃候事但従前之事務ノ・内務省へ被附候事
７４） たとえば明治七年四月二日公達によって官幣社社殿の装飾および社頭の幕提灯に菊御紋の 使用を許

　　

し， さらに一二年四月二二日公達第二〇号では国幣社にもこれを許している． （比屋根安定；

　

「宗

　　

教史」現代日本文明史， 第一六巻，１９４１， 東洋経済新報社，５５頁）

７５） 同上書，１６９～１７０頁； 井上円了が中心となって仏教公認教運動をおこしたが， 政府のこれにたいす

　　

る回答が微温的であったため， 宗教法制定促進運動に移行していった，
７６） 同上書，１７５～１７８頁； 穂積八東， 松岡康毅などは賛成論を唱え，

．国家法制の不備を補い， 国家の宗

　　

教政策を確立する必要上通過させるべきであるとしたのに反し， 曽我祐準， 都築馨六などは反対論を

　　

唱え， 女辞内容ともに不明不備で， 十把一束の坂扱いは， かえって公序を乱すものであるとした．
７７） 神官は伊勢大神宮に奉仕する者で， 祭主は親住官 （皇族）， 大宮司は勅任官であった． また官国幣社

　　

以下一般の神社に奉任する賑員を神賑と称し， そのうちで宮司は， 勅任または奏任待遇であった． ま

　　

た， 神仏各派各宗の管長は勅任官の待遇を受け， すべて旧憲法施行後もそのままであった． （明治一

　　

七年太政官達第六七号）．
７８） 比屋根安定： 前出，３０２頁； 神社を制度上から見れば， 教祖， 経典， 教理， 教団などが伴わないか

　　

ら， 行政上これを宗教として取扱うべきでないという説が広く行われていた，
７９） 同上書，４７７～４７９頁．
８０） 註解日本国憲法， 前出，４０８頁，４１２頁．
８１） 大石博士は， 国民道徳的性格こそ神社の本質的性格であるとなし， わが国の法制上， 神社を非宗教的

　　

に坂扱った事例として， 明治三一年それぞれ官制によって内務省に神社局を， 文部省に宗教局をおい

　　

た事実をあげておられる． （大石義雄：

　

「日本国憲法の法理」１９５７，有信堂，１４１頁），
８２） 同上書，１４６～１４８頁，
８３） 清宮四郎：

　

「憲法要論」１９５２，法女社，８２頁，
８４） ヴァージニア信教自由法（１７８６） は， 信教の制限を自然権の侵犯であるとなし， ニューヨーク州憲法

　　

（１７７７） 第一条第三節， カリフォルニア州憲法 （１８７９） 第一条第四節， ミズリー州憲法 （１９４５）第一

　　

条第五節， その他アメリカ各州憲法の大部分は， いずれも巻頭に基本的人権の規定をもち，「永久」ま

　　

たはこれに類する字句を用いて信教の自由の普遍性をうたっている．
８５） 法律時報 （２８４）， 第２６巻， 第１号，１９５４，３３～３６頁．

　　　

以上のほかに， 明治初期の神社関係法令は， すべて山田寛治：

　

「社．寺法令」 （目明治元年至明治

　　

一九年一二月）１８８７， 鈴木活版所， 伊勢津釜屋町， を引用した， また随時参照したものとして， 国家

　　

学会編：

　

「新憲法の研究」１９４７， 有斐閣，９４～９９頁； 美濃部達吉：

　

「日本国憲法原論」１９４８，有

　　

斐閣，１９２～１９６頁 ； 佐々木惣一： 「日本国憲法論」１９５０， 有斐閣，４０５～４０９頁； 宮沢俊義： 「日

　　

本国憲法」 コソメソタール，１９５５，日本評論新社，２３８～２４３頁； 渡辺宗太郎： 「日本国憲法要論」

　　

１９５０， 有斐閤，１２３～１２５頁！

　

佐藤功： 「日本国憲法講義案」１９５３， 学陽書房， １５０～１５３頁； 清岡

　　

雅雄： 「憲法

　　

教育者のための解説

　　

」１９５７， 関書院，１２９～１３３頁； 小林孝輔：

　

「社会科学

　　

としての憲法学」１９５７， 森北出版ＫＫ．，２０９～２１０頁 などが主としてあげられる， そのほか折にふれ

　　

て， 工藤武重：

　

「明治憲法政史」上巻，１９１４， 有斐閣； 尾佐竹猛：

　

「日本憲政史大綱」 上巻，

　　

１９３８， 日本評論社； 尾佐竹猛：

　

「日本憲政史の研究」１９４３， 一元社， を引用したことを附記する．

－

　

１３７

　

－


